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Ｐ
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︵
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︶
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Ｃ
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︱
︱
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Ｃ
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収
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を
整
理
す
る
際
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二
章　

前
期
に
お
け
る
中
央
政
府
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Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
と
地
方
自
治
体
の
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の
分
析
お
よ
び
、
前
期
再
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発
の
成
果
の
分
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り
に　

前
期
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
再
開
発
の
ま
と
め

は
じ
め
に　

本
稿
の
問
題
関
心
、
分
析
対
象
お
よ
び
分
析
視
角

今
日
の
国
家
に
は
、
か
つ
て
の
﹁
夜
警
国
家
﹂
の
よ
う
に
限
ら
れ
た
政
策
領
域
の
み
な
ら
ず
、
様
々
な
政
策
領
域
に
お
い
て
、
積

極
的
な
役
割
を
担
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
政
策
に
関
わ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
﹁
国
家
﹂
も
、
多
層

的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
は
、
各
国
に
ほ
ぼ
共
通
し
た
二
層
の
政
府
構
造
と
な
っ
て
い
る

︵Leach and Percy-Sm
ith, 2001, pp.49-51;

西
尾
、
二
〇
〇
一
、三
︱
四
頁
、
六
六
︱
七
〇
頁
︶。
こ
の
二
点
へ
の
注
目
が
、
近
年
の

﹁
都
市
政
治
学
﹂
お
よ
び
﹁
都
市
行
政
学
﹂
の
視
座
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
地
方
自
治
体
の
あ
る
政
策
に
対
す
る

志
向
性
は
、
中
央
政
府
の
そ
れ
と
は
質
的
な
意
味
で
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
に
関
心
が
集
ま
っ
て
き
た
︵
例
え
ば
、

水
口
、
一
九
八
五
、三
〇
二
頁
︶。

こ
の
問
題
関
心
に
と
っ
て
、
都
市
再
開
発
政
策
は
興
味
深
い
研
究
対
象
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
都
市
再
開
発
に
は
、
経
済
構
造

を
作
り
か
え
る
面
︵
本
稿
は
こ
れ
を
﹁
経
済
成
長
的
側
面
﹂
と
呼
ぶ
︶
と
、
従
来
か
ら
の
住
民
の
生
活
環
境
を
向
上
さ
せ
る
面
︵
本
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稿
は
こ
れ
を
﹁
生
活
保
障
的
側
面
﹂
と
呼
ぶ
︶
の
二
側
面
の
課
題
が
あ
る
が
、
資
金
や
空
間
な
ど
の
リ
ソ
ー
ス
の
制
約
が
強
く
、
こ

の
二
側
面
が
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
の
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
都
市
再
開
発
政
策
に
お
い
て
は
、
中
央
政
府
と
地
方
自

治
体
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
に
対
す
る
志
向
性
︵
本
稿
は
こ
の
志
向
性
を
﹁
政
策
志
向
﹂
と
呼
ぶ
︶
が
鋭
く
表
出
さ
れ
る
の
で
あ
る(1)

。

都
市
再
開
発
政
策
に
お
け
る
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
志
向
と
い
う
論
点
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
が
、

ロ
ン
ド
ン
・
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズD

ocklands

地
区
の
再
開
発
に
つ
い
て
の
一
連
の
研
究
で
あ
る
。
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
と
は
、
ロ
ン
ド
ン
中

心
部
の
南
東
に
位
置
し
、
か
つ
て
港
湾
業
と
そ
の
周
辺
産
業
で
栄
え
、
そ
の
後
衰
退
し
た
地
区
の
総
称
で
あ
る
。
そ
の
再
開
発
は
、

一
九
六
〇
年
代
か
ら
徐
々
に
始
ま
り
、
一
九
七
六
年
の
﹃
ロ
ン
ド
ン
・
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
戦
略
計
画London D

ocklands Strategic 

Plan

︵
以
下
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
と
略
記
︶﹄
の
策
定
、
一
九
八
一
年
の
ロ
ン
ド
ン
・
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
開
発
公
社London D

ocklands 

D
evelopm

ent C
orporation

︵
以
下
、Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
と
略
記
︶
の
設
立
を
経
て
い
る
。
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
は
中
央
政
府
が
設
立
し
た
組
織
で
あ
り
、

そ
の
介
入
手
法
の
大
胆
さ
と
も
た
ら
し
た
変
化
の
大
き
さ
ゆ
え
に
、
大
き
な
注
目
を
集
め
て
い
る
。
そ
れ
と
並
行
す
る
か
た
ち
で
、

地
方
自
治
体
が
主
導
し
て
策
定
し
た
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
に
も
、
数
多
く
の
分
析
が
提
出
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
一
連
の
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
再
開
発
研
究
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
既
に
そ
の
整
理
と
批
判
的
検
討
、
そ
し
て
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ

再
開
発
史
分
析
の
た
め
の
枠
組
を
発
表
し
た︵
川
島
、二
〇
一
一
ａ
︱
ｂ
︶。
前
稿
の
主
な
主
張
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、ド
ッ

ク
ラ
ン
ズ
再
開
発
研
究
の
多
く
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
以
下
の
四
点
が
指
摘
し
う
る
。
第
一
に
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
ド
ッ
ク
ラ

ン
ズ
再
開
発
が
、
生
活
保
障
的
側
面
の
犠
牲
の
上
に
成
り
立
つ
経
済
成
長
的
側
面
に
傾
斜
し
た
再
開
発
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
第
二

に
、
こ
の
原
因
と
し
て
、
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
と
そ
れ
を
設
立
し
た
中
央
政
府
の
政
策
志
向
が
経
済
成
長
的
側
面
重
視
型
の
再
開
発
で
あ
っ
た

こ
と
が
示
さ
れ
た
。
第
三
に
、
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
と
は
逆
に
、
地
方
自
治
体
の
政
策
志
向
は
生
活
保
障
的
側
面
重
視
型
の
再
開
発
と
捉
え
ら

れ
て
き
た
。
そ
し
て
第
四
に
、
多
く
の
先
行
研
究
は
、
こ
れ
ら
の
政
策
志
向
を
不
変
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ

再
開
発
研
究
に
つ
い
て
は
、
中
央
政
府
︵
Ｌ
Ｄ

Ｄ
Ｃ
を
含
む
︶
と
地
方
自
治
体
そ
れ
ぞ
れ
の
政

策
志
向
を
不
変
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る

こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
、筆
者
は
考
え
て
い
る
。

そ
こ
で
筆
者
は
、
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
そ

れ
ぞ
れ
の
政
策
志
向
に
つ
い
て
の
諸
理
論
の
検

討
を
踏
ま
え
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
再
開
発
史
を
再

検
討
す
る
た
め
の
モ
デ
ル
を
提
起
し
た
。
筆
者

は
、
こ
の
モ
デ
ル
を
﹁
都
市
間
競
争
論
の
修
正

モ
デ
ル
﹂
と
呼
ん
で
い
る
︵
図
表
0
︱
1
を
参

照
︶(2)
。

【図表 0―1：本稿の分析枠組と仮説――「都市間競争論の修正モデル」。筆者作成。
＋は供給しようとする政策志向が強いと考えられること、－は忌避しようとする政策
志向が強いと考えられること、0 はどちらともいえないことをそれぞれ示している】
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都
市
間
競
争
論
の
修
正
モ
デ
ル
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
中
央
地
方
関
係
の
強
弱
と
い
う
制
度
が
重
要
で
あ
る
。

こ
こ
で
言
う
、﹁
強
い
中
央
地
方
関
係
﹂
と
は
、
中
央
政
府
か
ら
地
方
自
治
体
へ
の
財
政
援
助
が
厚
い
こ
と
、
も
し
く
は
／
お
よ
び
、

中
央
政
府
か
ら
地
方
自
治
体
の
権
限
に
対
す
る
統
制
が
強
い
こ
と
を
指
す
。
強
い
中
央
地
方
関
係
は
、
中
央
政
府
に
は
経
済
成
長
的

側
面
に
傾
斜
し
、地
方
自
治
体
に
は
生
活
保
障
的
側
面
に
傾
斜
す
る
制
度
的
な
誘
因
と
な
る
。
逆
に
、﹁
弱
い
中
央
地
方
関
係
﹂
と
は
、

こ
れ
ら
両
者
が
共
に
弱
い
こ
と
を
指
す
。
弱
い
中
央
地
方
関
係
は
、
中
央
政
府
に
は
生
活
保
障
的
側
面
に
傾
斜
し
、
地
方
自
治
体
に

は
経
済
成
長
的
側
面
に
傾
斜
す
る
制
度
的
な
誘
因
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
志
向
を
解

明
す
る
際
に
は
、
最
初
に
中
央
地
方
関
係
の
強
弱
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
次
に
、
弱
い
中
央
地
方
関
係
の
場
合
に
は
、
国
際
化

の
進
展
も
問
わ
れ
る
。
国
際
化
が
進
展
し
た
場
合
に
は
、
中
央
政
府
の
政
策
志
向
は
よ
り
複
雑
な
も
の
に
な
る
と
考
え
る
。

都
市
間
競
争
論
の
修
正
モ
デ
ル
は
、
政
策
志
向
の
変
化
は
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
制
度
の
再
解
釈
と
、
ア
ク
タ
ー
間
の
相
互
作
用
を
通

じ
て
起
こ
る
と
想
定
す
る
。
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
制
度
の
再
解
釈
と
は
以
下
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
、
強
い
中
央
地
方
関
係
の

制
度
条
件
が
切
り
崩
さ
れ
て
い
っ
て
も
、
強
い
中
央
地
方
関
係
の
再
生
が
可
能
で
あ
る
と
地
方
自
治
体
が
考
え
て
い
た
場
合
に
は
、

地
方
自
治
体
の
政
策
志
向
は
、
生
活
保
障
的
側
面
に
傾
斜
し
た
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
制
度
変
化
が
不
可
逆
的
な
も
の
と

捉
え
ら
れ
れ
ば
、
地
方
自
治
体
の
政
策
志
向
は
、
経
済
成
長
的
側
面
を
重
視
し
た
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
の
ア
ク
タ
ー

間
の
相
互
作
用
と
は
以
下
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
、
財
政
援
助
の
削
減
な
ど
に
よ
っ
て
、
地
方
自
治
体
に
経
済
成
長
を
め
ぐ

る
相
互
競
争
の
圧
力
が
か
か
り
、
地
方
自
治
体
が
生
活
保
障
的
側
面
の
責
任
を
果
た
せ
な
い
と
中
央
政
府
が
考
え
れ
ば
、
中
央
政
府

は
生
活
保
障
的
側
面
の
再
生
を
自
ら
行
う
よ
う
に
政
策
志
向
を
変
化
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
制
度
の

再
解
釈
と
、
ア
ク
タ
ー
間
の
相
互
作
用
を
通
じ
て
政
策
志
向
に
変
化
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
が
、
前
稿
の
主
た
る
内
容
で

あ
る
。
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都
市
間
競
争
論
の
修
正
モ
デ
ル
を
用
い
て
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
再
開
発
史
を
分
析
す
る
こ
と
が
現
在
の
筆
者
の
課
題
で
あ
る
。
本
稿

で
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
半
ば
の
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
作
成
か
ら
一
九
八
一
年
の
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
設
立
を
経
て
、
一
九
八
〇
年
代
末
ま
で
を
分
析

対
象
と
す
る
。
本
稿
は
、
こ
の
時
期
を
﹁
前
期
﹂
と
呼
ぶ
。
一
九
八
〇
年
代
末
以
降
は
、
制
度
変
化
が
起
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
央

政
府
︵
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
を
含
む
︶
と
地
方
自
治
体
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
志
向
に
変
化
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
一
九
八
〇
年

代
末
以
降
を
﹁
後
期
﹂
と
呼
び
、
前
期
と
区
別
す
る
。
筆
者
は
、
政
策
志
向
の
変
化
の
説
明
と
、
後
期
の
政
策
志
向
の
解
明
と
い
う

二
つ
の
課
題
に
つ
い
て
の
研
究
を
、
本
稿
の
後
に
発
表
す
る
予
定
で
あ
る
。

本
稿
が
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
再
開
発
史
の
前
期
の
み
を
取
り
上
げ
て
分
析
す
る
こ
と
の
狙
い
は
三
つ
あ
る
。
第
一
に
、
先
行
研
究
の
多

く
が
中
央
政
府
︵
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
を
含
む
︶
の
政
策
志
向
を
経
済
成
長
的
側
面
重
視
型
と
し
て
、
ま
た
地
方
自
治
体
の
政
策
志
向
を
生
活

保
障
的
側
面
重
視
型
と
し
て
自
明
的
に
捉
え
て
き
た
の
に
対
し
、
本
稿
は
、
強
い
中
央
地
方
関
係
と
い
う
前
期
の
制
度
が
こ
う
し
た

政
策
志
向
を
形
成
し
た
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
第
二
に
、
や
は
り
先
行
研
究
の
多
く
が
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
が
生
活
保
障
的
側
面
の

再
生
を
重
視
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
全
体
さ
ら
に
は
地
方
自
治
体
に
よ
る
都
市
再
開
発
一
般
に
つ
い
て
も
肯
定
的
で
あ
る

こ
と
に
対
し
、
本
稿
は
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
に
お
け
る
経
済
成
長
的
側
面
の
再
生
計
画
が
多
く
の
問
題
点
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
、地
方
自
治
体
に
よ
る
都
市
再
開
発
の
評
価
を
相
対
化
す
る
。
第
三
に
、こ
れ
ま
で
十
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、﹁
な

ぜ
前
期
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
は
生
活
保
障
的
側
面
の
再
生
を
軽
視
し
た
の
か
﹂
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
本
稿
は
、
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体

の
間
の
政
府
機
能
の
分
担
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
を
与
え
る
。
本
稿
が
提
示
す
る
答
え
を
先
に
述
べ
る
と
、
前
期
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
は
、
生

活
保
障
的
側
面
の
再
生
は
地
方
自
治
体
の
責
任
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
、
前
期
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
が
生
活
保
障
的
側
面
を
相
対
的
に

軽
視
し
た
こ
と
の
根
本
的
な
原
因
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
狙
い
は
、
本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
、
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
そ
れ
ぞ
れ

の
政
策
志
向
は
い
か
な
る
も
の
で
、
そ
し
て
そ
の
形
成
に
影
響
を
与
え
る
要
因
は
何
か
と
い
う
都
市
政
治
学
お
よ
び
都
市
行
政
学
の
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問
い
に
一
定
の
貢
献
を
な
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

前
期
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
再
開
発
史
の
分
析
に
取
り
組
む
本
稿
は
、
二
つ
の
章
か
ら
な
る
。
第
一
章
は
、
前
期
の
強
い
中
央
地
方
関
係

が
、
地
方
自
治
体
の
政
策
志
向
を
生
活
保
障
的
側
面
重
視
型
の
再
開
発
に
誘
導
し
、
中
央
政
府
︵
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
︶
の
政
策
志
向
を
経
済

成
長
的
側
面
重
視
型
の
再
開
発
に
誘
導
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
章
は
、
第
一
章
で
明
ら
か
に
し
た
政
策
志
向
の
結
果
と

し
て
、
前
期
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
政
治
的
関
係
と
前
期
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
再
開
発
の
成
果
を
検
討
す
る
。
第
二
章
の
結

論
は
、
前
期
に
は
、
中
央
政
府
︵
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
を
含
む
︶
と
地
方
自
治
体
の
政
策
志
向
が
不
一
致
で
あ
っ
た
た
め
、
両
者
は
対
抗
的
な

関
係
と
な
っ
た
こ
と
と
、
再
開
発
の
法
的
権
限
が
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
に
与
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
再
開
発
は
、
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
の

政
策
志
向
に
則
し
た
経
済
成
長
的
側
面
に
傾
斜
し
た
も
の
に
な
っ
た
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。

注
⑴　

本
稿
で
用
い
る
﹁
政
策
志
向
﹂
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
し
て
お
く
。
本
稿
で
用
い
る
政
策
志
向
と
い
う
用
語
の
意
味
は
、
政
策
科
学
を
形

成
す
る
嚆
矢
と
な
っ
た
、
ハ
ロ
ル
ド
・
Ｄ
・
ラ
ズ
ウ
ェ
ルH

arold D
. Lasw

ell

が
用
い
る
﹁
政
策
志
向
﹂
の
意
味
と
は
異
な
る
︵Lassw

ell, 1951

︶。
本

稿
で
用
い
る
政
策
志
向
と
い
う
用
語
の
意
味
は
、
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、﹁
選
好preference

﹂
で
あ
る
。
選
好
と
は
、
ア
ク
タ
ー
が
一
定
の
条
件
下
に

お
い
て
、
自
ら
の
利
益
を
最
大
化
す
る
た
め
の
合
理
的
な
選
択
を
意
味
し
て
い
る
︵Levi, 1997, p.9

︶。
本
稿
に
即
し
て
言
う
と
、
選
好
と
は
、
中
央
政

府
と
地
方
自
治
体
が
、自
ら
の
利
益
を
最
大
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、都
市
再
開
発
に
お
い
て
採
用
す
る
具
体
的
な
方
向
性
を
指
す
。
も
う
一
つ
は
、

﹁
政
府
機
能governm

ental function

﹂
の
分
担
で
あ
る
。
政
府
機
能
と
は
、
社
会
が
公
的
組
織
に
要
求
す
る
諸
政
策
を
、
公
的
組
織
が
実
際
に
供
給
す
る

機
能
を
指
す
。
そ
し
て
、
政
府
機
能
の
分
担
と
は
、
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
で
、
供
給
が
期
待
さ
れ
て
い
る
諸
政
策
が
異
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

例
え
ば
、
中
央
政
府
に
社
会
政
策
の
供
給
が
社
会
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
中
央
政
府
は
、
社
会
政
策
の
供
給
機
能
を
担
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
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こ
の
よ
う
に
両
者
は
、
公
的
組
織
自
ら
が
望
む
の
か
︵
選
好
︶、
望
む
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
供
給
機
能
を
担
当
せ
ざ
る
を
え
な
い
︵
政
府
機
能
の
分
担
︶

と
い
う
点
で
異
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
資
本
主
義
的
民
主
主
義
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
政
策
志
向
と
い
う
用
語
は
、
公
的
組
織
の
選
好
と
政
府
機

能
の
分
担
の
双
方
を
含
む
概
念
用
語
と
し
て
不
適
切
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
資
本
主
義
体
制
の
下
に
お
い
て
、
公
的
組
織
が
自
己
領
域
に
お
け
る
経

済
成
長
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
財
政
的
観
点
に
お
い
て
合
理
的
な
行
動
で
あ
る
と
共
に
、
私
的
セ
ク
タ
ー
の
経
済
活
動
を
支
援
す
る
と
い
う

公
的
組
織
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
政
府
機
能
を
果
た
す
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
民
主
主
義
シ
ス
テ
ム
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
公
的

組
織
が
期
待
さ
れ
て
い
る
諸
政
策
を
供
給
す
る
こ
と
は
、
社
会
か
ら
の
支
持
獲
得
を
期
待
で
き
る
た
め
、
公
的
組
織
の
合
理
的
な
選
択
で
あ
る
と
共
に
、

各
レ
ヴ
ェ
ル
の
政
府
に
分
担
さ
れ
た
政
府
機
能
を
供
給
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
政
策
志
向
は
、
選
好
と
政
府
機
能
の
分

担
の
両
方
を
含
ん
で
い
る
用
語
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
細
か
い
叙
述
が
可
能
な
場
合
に
は
、
選
好
と
政
府
機
能
の
分
担
と
い
う
言
葉
を
使

い
分
け
、
両
方
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
場
合
に
は
、
政
策
志
向
と
い
う
用
語
を
用
い
る
。

⑵　

前
稿
で
は
、
こ
の
モ
デ
ル
を
﹁
修
正
都
市
間
競
争
論
﹂
と
呼
ん
だ
が
、
若
干
の
修
正
を
加
え
た
た
め
、
本
稿
で
は
呼
び
名
も
変
え
て
い
る
。

第
一
章　

前
期
に
お
け
る
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
と
地
方
自
治
体
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
志
向
の
解
明

本
章
で
は
、
都
市
間
競
争
論
の
修
正
モ
デ
ル
に
基
づ
き
、
前
期
に
お
け
る
、
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
と
地
方
自
治
体
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
志
向
を

解
明
す
る
。
具
体
的
な
分
析
期
間
は
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
か
ら
一
九
八
六
年
ま
で
で
あ
る(1)

。
都
市
間
競
争
論
の
修
正
モ
デ
ル
は
、

中
央
政
府
︵
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
を
含
む
︶
と
地
方
自
治
体
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
志
向
が
、
中
央
地
方
関
係
と
国
際
化
の
進
展
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
る
と
考
え
る
。
本
章
で
は
、
強
い
中
央
地
方
関
係
の
た
め
に
、
前
期
地
方
自
治
体
の
政
策
志
向
が
生
活
保
障
的
側
面
重
視
型
の
再
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開
発
で
あ
り
、
前
期
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
の
政
策
志
向
は
経
済
成
長
的
側
面
重
視
型
の
再
開
発
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
は
、

都
市
間
競
争
論
の
修
正
モ
デ
ル
に
則
し
て
言
う
と
、﹁
強
い
中
央
地
方
関
係
﹂
に
お
け
る
政
策
志
向
の
分
析
と
な
る
。

本
章
は
、
以
下
の
構
成
か
ら
な
る
。
ま
ず
第
一
節
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
か
ら
一
九
八
〇
年
代
初
期
が
、
強
い
中
央
地
方
関

係
の
制
度
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
第
二
節
で
は
、
地
方
自
治
体
の
再
開
発
計
画
が
生
活
保
障
的
側
面
を
重
視
し
た
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
、
第
三
節
で
は
、
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
が
経
済
成
長
的
側
面
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
示
す
。

第
一
節　

前
期
の
制
度
状
況
︱
︱
﹁
強
い
中
央
地
方
関
係
﹂

本
節
の
課
題
は
、
前
期
の
中
央
地
方
関
係
が
﹁
強
い
﹂
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
の
確
認
で
あ
る
。
都
市
間
競
争
論
の
修
正
モ
デ
ル
に

と
っ
て
は
、
こ
の
強
さ
と
は
、
中
央
政
府
に
よ
る
地
方
自
治
体
へ
の
財
政
援
助
と
権
限
に
対
す
る
統
制
の
二
点
か
ら
考
察
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
本
節
は
、
こ
の
二
つ
の
点
に
焦
点
を
あ
て
る
。
第
一
項
で
は
、
前
期
の
地
方
財
政
構
造
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
こ
れ
を

導
入
部
と
し
て
、
第
二
項
で
は
、
前
期
の
地
方
税
制
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
厚
い
財
政
援
助
の
仕
組
み
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三
項

で
は
、前
期
に
お
け
る
補
助
金
が
手
厚
く
、ま
た
補
助
金
配
分
方
法
も
、地
方
自
治
体
に
と
っ
て
増
額
を
見
込
め
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
四
項
で
は
、
二
つ
目
の
点
で
あ
る
、
中
央
政
府
に
よ
る
地
方
自
治
体
の
権
限
に
対
す
る
統
制
が
、
当

時
は
特
に
強
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
以
上
の
構
成
に
よ
っ
て
、
本
節
で
は
、
前
期
が
強
い
中
央
地
方
関
係
と
い
う
制
度
状
況
に
あ
っ

た
こ
と
を
確
認
す
る
。
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第
一
項　

前
期
に
お
け
る
地
方
自
治
体
の
財
政
構
造

本
項
は
、
前
期
に
お
け
る
地
方
自
治
体
の
歳
入
の
概
略
を
示
す
こ
と
で
、
次
項
・
次
々
項
の
論
述
へ
の
導
入
部
と
な
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
る
。
ま
ず
断
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
公
的
支
出
に
お
い
て
、
地
方
自
治
体

が
占
め
る
割
合
は
高
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
高
寄
昇
三
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
全
政
府
歳
出
に
占
め
る
地
方
自
治
体
の
歳
出

額
の
割
合
は
、
一
九
七
〇
年
に
二
三
％
で
あ
り
、
一
九
七
五
年
に
三
〇
％
を
越
え
る
も
の
の
、
再
び
減
少
し
、
一
九
八
〇
年
代
は
、

二
〇
％
台
中
盤
で
推
移
し
て
い
た
︵
高
寄
、
一
九
九
五
、二
頁; G

reenw
ood and W

ilson, 1984, p.10

︶(2)
。
こ
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
地

方
財
政
は
、
そ
も
そ
も
大
き
い
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
歳
入
面
に
お
い
て
も
、
地
方
自
治
体
は
中
央
政
府
に
強
く
依
存

し
て
い
た
。
地
方
自
治
体
の
主
要
財
源
は
、﹁
自
主
課
税
財
源
﹂
と
﹁
中
央
政
府
か
ら
の
補
助
金(3)

﹂
で
あ
る
。
そ
の
割
合
と
変
遷
は

図
表
1
︱
1
の
と
お
り
で
あ
る(4)

。

た
だ
し
、
こ
の
表
は
イ
ン
フ
レ
調
整
を
か
け
て
い
な
い
た
め
、
通
史
的
な
比
較
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
歳
入
総
額
に
お
け
る
、

自
主
課
税
財
源
と
中
央
政
府
か
ら
の
補
助
金
の
割
合
を
算
出
し
た
︵
図
表
1
︱
2
参
照
︶。

図
表
1
︱
2
は
、
前
期
に
お
い
て
地
方
自
治
体
が
、
財
政
面
で
中
央
政
府
に
強
く
依
存
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
特
に

一
九
七
〇
年
代
後
半
に
お
い
て
は
、
中
央
政
府
か
ら
の
補
助
金
の
割
合
が
、
自
主
課
税
財
源
の
割
合
よ
り
も
二
倍
ほ
ど
大
き
い(6)

。
そ

の
後
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
が
首
相
と
な
っ
た
一
九
七
九
年
か
ら
、
補
助
金
の
割
合
は
大
き
く
減
少
し
た
。
ま
た
、
そ
の
分
、
自
主
課
税
財

源
の
割
合
が
上
昇
し
た
。
図
表
1
︱
1
が
詳
細
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
七
九
年
以
降
は
、
補
助
金
の
絶
対
額
も
あ
ま
り
伸
び

て
お
ら
ず
、
減
少
す
る
年
も
あ
っ
た
。
逆
に
、
自
主
課
税
財
源
の
絶
対
額
は
大
き
く
上
昇
し
て
い
る
。

こ
の
地
方
自
治
体
の
歳
入
構
造
の
概
観
か
ら
、
二
つ
の
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
前
期
、
と
り
わ
け
一
九
七
〇
年

代
半
ば
か
ら
後
半
に
は
、
中
央
政
府
か
ら
地
方
自
治
体
へ
の
補
助
金
の
割
合
が
非
常
に
高
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
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【図表 1―1：地方自治体の歳入総額とその内訳：単位は一〇〇万ポンド。対象地域
はイングランドとウェールズ。（Central Statistical Office/ Office for National 
Statistics, annual）より筆者作成（5）】

　 歳入
総額

資本
収入

うち
補助金

経常
収入

うち
自主課税財源

うち
補助金

補助金
合計

1970-71 8337 2078 111 6259 1640 2284 2395
1971-72 9562 2269 122 7293 1911 2654 2776
1972-73 11059 2844 130 8215 2180 3135 3265
1973-74 13602 3772 155 9830 2415 3897 4052
1974-75 15921 4079 140 11842 2927 5652 5792
1975-76 19801 4338 192 15463 3796 7666 7858
1976-77 21804 4375 269 17429 4151 8640 8909
1977-78 23155 4133 214 19022 4687 9138 9352
1978-79 25735 4342 380 21393 5167 10104 10484
1979-80 29980 5001 412 24978 6123 11684 12096
1980-81 35916 5556 525 30360 7845 13784 14309
1981-82 39311 5489 509 33822 9451 13999 14508
1982-83 42618 7307 457 35311 10694 14246 14703
1983-84 44719 7708 424 37011 10908 16106 16530
1984-85 46602 7360 374 39242 11793 17165 17539
1985-86 45098 7008 401 38090 13768 16385 16786
1986-87 49873 7559 373 42314 14821 18832 19205
1987-88 52735 8062 334 44673 15786 19614 19948
1988-89 57874 9971 304 47903 17736 20322 20626
1989-90 61732 10113 483 51619 18943 21379 21862

【図表 1―2：地方自治体の歳入総額に占める自主課税財源の割合と、補助金の割合：
単位は％。筆者作成】
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一
九
八
〇
年
代
に
は
補
助
金
が
あ
ま
り
伸
び
て
い
な
い
。そ
の
代
わ
り
に
、地
方
自
治
体
の
自
主
課
税
財
源
の
歳
入
は
増
加
し
て
い
っ

た
。
こ
の
二
つ
の
知
見
を
手
掛
か
り
に
、
財
政
的
中
央
地
方
関
係
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
論
じ
て
い
き
た
い
。
補
助
金
と
そ
の
配

分
に
つ
い
て
の
詳
述
は
、
第
三
項
で
行
う
こ
と
に
し
て
、
ま
ず
は
、
次
項
で
地
方
自
治
体
の
自
主
課
税
財
源
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と

に
し
た
い
。

第
二
項　

前
期
に
お
け
る
自
主
課
税
財
源
の
仕
組
み
と
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
地
区
の
特
徴

都
市
間
競
争
論
の
修
正
モ
デ
ル
は
、
中
央
政
府
︵
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
を
含
む
︶
と
地
方
自
治
体
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
志
向
に
影
響
を
及
ぼ
す

要
因
と
し
て
、
中
央
地
方
関
係
に
注
目
す
る
。
こ
こ
で
言
う
中
央
地
方
関
係
と
は
、
財
政
援
助
と
権
限
に
対
す
る
統
制
で
あ
る
。
だ

が
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
地
方
自
治
体
の
自
主
課
税
財
源
に
も
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自

治
体
の
自
主
課
税
権
限
は
、
中
央
政
府
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
か
、
補
助
金
と
も
連
動
関
係
に
あ
り
、
さ
ら
に
自
主
課

税
財
源
に
組
み
込
ま
れ
た
中
央
政
府
か
ら
の
補
助
も
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
項
は
、
自
主
課
税
の
シ
ス
テ
ム
を
整

理
し
た
後
、
そ
こ
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
中
央
政
府
か
ら
の
補
助
を
指
摘
す
る
。
最
後
に
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
地
区
に
話
を
絞
り
、
当

地
区
で
は
中
央
政
府
の
補
助
が
特
に
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
中
央
政
府
が
策
定
し
た
自
主
課
税
の
制
度
が
、
他
の
地
区
に
比
べ
て
、

特
に
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
地
区
の
地
方
自
治
体
の
財
政
を
助
け
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
る(7)

。

一
六
〇
一
年
の
古
く
か
ら
一
九
八
九
年
ま
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
体
の
自
主
課
税
財
源
は
、
レ
イ
トrate

の
み
で
あ
っ
た
。

レ
イ
ト
と
は
、
予
測
さ
れ
る
歳
出
額
か
ら
、
利
用
料
や
中
央
政
府
か
ら
の
補
助
金
な
ど
の
収
入
を
引
い
た
後
、
不
足
分
を
賄
う
固
定

資
産
税
で
あ
る(8)

。
そ
の
税
率
は
、
賃
貸
料
年
価
格annual value

を
参
考
に
し
て
決
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
財
政
支
出
の
不
足
分

を
地
方
自
治
体
の
賃
貸
料
年
価
格
の
総
額
で
割
る
こ
と
で
、賃
貸
料
年
価
格
一
ポ
ン
ド
あ
た
り
の
課
税
率
が
定
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
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各
住
民
の
納
税
額
は
、
保
有
資
産
の
賃
貸
料
価
格
に
税
率
を
掛
け
た
も
の
と
な
る
︵G

reenw
ood and W

ilson, 1984, p.124

︶。

以
上
が
レ
イ
ト
の
算
出
方
法
で
あ
る
が
、
時
代
の
進
展
と
共
に
、
大
き
な
制
度
変
化
も
経
験
し
て
き
た
。
近
年
の
変
化
と
し
て
は
、

レ
イ
ト
の
持
つ
逆
進
性
と
い
う
特
徴
を
是
正
す
る
た
め
に
、
一
九
六
六
年
か
ら
レ
イ
ト
払
い
戻
し
制
度rate rebate

が
導
入
さ
れ
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
一
定
所
得
以
下
の
世
帯
に
対
し
て
、
レ
イ
ト
が
払
い
戻
さ
れ
る
制
度
で
あ
る
。
払
い
戻
し
は
、
中

央
政
府
が
九
〇
％
を
負
担
し
、
地
方
自
治
体
の
負
担
分
は
わ
ず
か
一
〇
％
分
で
あ
る
。
こ
の
払
い
戻
し
制
度
が
、
自
主
課
税
財
源
自

主
課
税
財
源
に
埋
め
込
ま
れ
た
補
助
金
制
度
で
あ
る
。
あ
る
調
査
に
よ
る
と
、
一
九
七
七
︱
七
八
年
度
に
は
、
全
世
帯
の
約
一
五
％

が
レ
イ
ト
払
い
戻
し
制
度
を
利
用
し
て
い
る
︵G

reenw
ood and W

ilson, 1984, p.125;

高
橋
、
一
九
七
八
、一
一
八
︱
一
二
一
頁;

星
野
、
一
九
八
四
ｃ
、
一
〇
六
︱
一
〇
七
頁
︶。

こ
の
レ
イ
ト
払
い
戻
し
制
度
は
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
地
区
に
お
い
て
特
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
産
業
衰
退
に

よ
っ
て
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
地
区
の
失
業
率
は
高
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
払
い
戻
し
制
度
を
受
け
る
世
帯
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
地
区
の
地
方
自
治
体
は
、レ
イ
ト
税
制
に
組
み
込
ま
れ
た
、こ
の
補
助
金
を
多
く
受
け
取
っ

て
い
た
と
言
え
よ
う(9)

。
し
か
も
、
こ
の
払
い
戻
し
制
度
は
、
機
械
的
計
算
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
仮
に
将
来
に
お
い

て
失
業
者
が
増
加
し
て
、
住
民
の
納
税
力
が
さ
ら
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
地
方
自
治
体
は
中
央
政
府
に
そ
の
分
の
補
填
を

期
待
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
レ
イ
ト
払
い
戻
し
制
度
は
、
と
り
わ
け
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
地
区
の
地
方
自
治
体
に
と
っ
て
、

実
際
の
上
で
も
、
将
来
の
見
込
み
の
上
で
も
重
要
な
補
助
金
制
度
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

続
い
て
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
地
区
固
有
の
性
格
に
着
目
し
て
み
る
と
、
こ
の
地
区
に
お
い
て
は
、
レ
イ
ト
税
制
自
体
が
、
他
の
地
区

に
比
べ
て
、
地
方
自
治
体
の
財
政
を
相
対
的
に
助
け
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
地
区
の
地

方
自
治
体
に
と
っ
て
は
、﹁
レ
イ
ト
税
制
﹂
と
い
う
シ
ス
テ
ム
自
体
が
、
中
央
政
府
に
よ
る
財
政
援
助
と
同
じ
効
果
を
持
っ
て
い
た
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の
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
二
つ
で
あ
る
。
一
点
目
に
、
レ
イ
ト
が
不
動
産
に
課
さ
れ
る
税
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

後
年
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
が
問
題
視
し
た
よ
う
に
、﹁
人
間
は
逃
亡
で
き
る
が
、
家
屋
や
工
場
は
逃
亡
で
き
な
い
﹂︵Thatcher, 1993, 

p.645
＝
︵
下
︶
二
三
八
頁
︶。
そ
こ
で
、
行
政
需
要
が
大
き
い
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
地
区
の
地
方
自
治
体
に
と
っ
て
、
地
方
所
得
税
や
地

方
売
上
税
な
ど
に
比
べ
る
と
、
高
税
率
を
課
し
て
も
、
地
域
財
産
の
域
外
脱
出
の
懸
念
は
低
い
の
で
あ
る(10)

︵
高
寄
、
一
九
九
五
、

八
六
頁
︶。
二
点
目
に
、
産
業
用
資
産
レ
イ
トnon-dom

estic rate

︵
通
称
：
Ｎ
Ｄ
Ｒ
︶
の
存
在
と
、
レ
イ
ト
に
占
め
る
そ
の
比
率
の

上
昇
が
指
摘
さ
れ
る
。
レ
イ
ト
は
、
住
居
の
み
な
ら
ず
、
産
業
用
資
産
に
も
賦
課
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
産
業
の
進
展
に
伴
っ
て
、

産
業
用
資
産
に
課
さ
れ
る
税
が
特
に
大
き
く
な
っ
て
き
た(11)

。
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
地
区
で
は
、
公
営
団
体
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ガ
ス

B
ritish G

as

や
ロ
ン
ド
ン
港
湾
庁Port of London A

uthority

が
、
そ
の
土
地
の
多
く
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
公
有

財
産
へ
も
実
質
的
な
レ
イ
ト
が
賦
課
さ
れ
て
い
た(12)

。
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ガ
ス
は
、
倉
庫
や
将
来
の
利
用
の
た
め
に
、
ド
ッ
ク
ラ
ン

ズ
に
お
け
る
土
地
を
保
有
し
続
け
よ
う
と
し
て
い
た
し
︵LD

SP, 3.11

︶、
ロ
ン
ド
ン
港
湾
庁
の
保
有
す
る
ド
ッ
ク
用
地
は
、
他
に

代
替
す
る
土
地
が
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
企
業
の
支
払
う
レ
イ
ト
は
、
ロ
ン
ド
ン
全
体
の
使
用
料
な
ど
が
出
所
で
あ
る
か
ら
、
結

果
と
し
て
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
地
区
の
地
方
自
治
体
が
レ
イ
ト
税
率
を
引
き
上
げ
る
こ
と
は
、
他
の
地
区
か
ら
の
再
分
配
を
強
め
る
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
ら
二
点
の
理
由
に
よ
り
、
レ
イ
ト
税
制
と
い
う
シ
ス
テ
ム
自
体
が
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
の
地
方
自
治
体
を
財
政
的
に
保

護
す
る
側
面
を
有
し
て
い
た
と
言
え
る
。

本
項
で
は
、
前
期
地
方
自
治
体
の
自
主
課
税
財
源
に
埋
め
込
ま
れ
た
補
助
金
と
、
そ
れ
が
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
地
区
に
お
い
て
は
特
に

重
要
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
レ
イ
ト
税
制
自
体
が
持
つ
保
護
的
性
格
を
確
認
し
た
。
次
項
で
は
、
前
期
に
お
い
て
地
方
自
治
体

の
歳
入
を
大
き
く
支
え
て
い
た
補
助
金
配
分
の
仕
組
み
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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第
三
項　

前
期
に
お
け
る
中
央
政
府
か
ら
地
方
自
治
体
へ
の
補
助
金
配
分
の
仕
組
み

本
項
で
は
、
前
期
に
お
け
る
、
中
央
政
府
か
ら
地
方
自
治
体
に
交
付
さ
れ
て
い
た
補
助
金
の
配
分
の
仕
組
み
に
つ
い
て
論
じ
る
。

ま
ず
、
本
節
第
一
項
で
示
し
た
よ
う
に
中
央
政
府
か
ら
の
補
助
金
は
地
方
自
治
体
に
と
っ
て
そ
の
主
要
財
源
で
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ

び
補
助
金
の
ほ
と
ん
ど
が
使
途
の
限
定
さ
れ
な
い
一
般
補
助
金
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い(13)

。
こ
の
二
点
は
、
補
助
金
の
獲
得
が

地
方
自
治
体
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
ま
た
補
助
金
配
分
の
仕
組
み
が
地
方
自
治
体
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
示
唆

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
本
項
で
は
、
中
央
政
府
か
ら
の
補
助
金
配
分
の
仕
組
み
に
焦
点
を
当
て
る
。
ま
ず
は
、
一
九
七
〇
年

代
か
ら
八
〇
年
代
の
補
助
金
配
分
方
法
を
確
認
す
る
。
次
に
、
こ
こ
に
見
い
だ
せ
る
補
助
金
の
厚
さ
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
、

特
に
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
地
区
に
お
い
て
は
、
当
時
の
補
助
金
配
分
の
仕
組
み
が
と
り
わ
け
厚
い
財
政
援
助
と
い
う
効
果
を
有
し
て
い
た

こ
と
と
、
当
時
の
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
地
区
に
は
固
有
の
配
分
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
る
。

イ
ギ
リ
ス
中
央
政
府
に
よ
る
地
方
自
治
体
へ
の
補
助
金
の
歴
史
は
多
く
の
転
換
点
を
迎
え
て
き
た
。
一
九
六
六
年
に
は
、﹁
地
方

政
府
法Local G

overnm
ent A

ct 1966

﹂
に
よ
っ
て
、
レ
イ
ト
援
助
補
助
金rate support grant

が
設
立
さ
れ
、
補
助
金
の
配
分
方

法
は
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
。
地
方
自
治
体
へ
の
レ
イ
ト
援
助
補
助
金
の
総
額
は
中
央
政
府
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
が
、
問
題
と
な

る
の
は
、
こ
の
補
助
金
を
地
方
自
治
体
に
ど
の
よ
う
に
配
分
す
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
一
九
七
四
年
の
法
改
正
で
、
各
々
の
地

方
自
治
体
へ
の
補
助
金
は
、
住
宅
用
資
産
レ
イ
ト
軽
減
補
填
要
素dom

estic elem
ent

、
財
源
要
素resources elem

ent

、
需
要
要
素

needs elem
ent

の
三
つ
の
要
素
の
積
み
上
げ
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
住
宅
用
資
産
レ
イ
ト
軽
減
要
素
と
は
、
住
宅

に
賦
課
さ
れ
る
レ
イ
ト
を
一
般
的
に
軽
減
さ
せ
る
た
め
に
中
央
政
府
か
ら
与
え
ら
れ
る
要
素
で
あ
る
。
財
源
要
素
と
は
、
財
源
の
乏

し
い
自
治
体
に
対
し
て
、
全
国
基
準
ま
で
補
助
金
を
与
え
る
要
素
で
あ
る
。
そ
し
て
需
要
要
素
は
、
地
方
自
治
体
ご
と
の
行
政
コ
ス

ト
の
差
を
補
填
す
る
要
素
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
九
八
〇
年
の
地
方
政
府
・
計
画
・
土
地
法Local G

overnm
ent, planning and 
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Land A

ct 1980

に
よ
っ
て
、財
源
要
素
と
需
要
要
素
が
一
本
化
さ
れ
て
包
括
補
助
金B

lock G
rant

へ
と
変
更
さ
れ
た
。た
だ
し
、ジ
ョ

ン
・
グ
リ
ー
ン
ウ
ッ
ドJohn G

reenw
ood

と
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ウ
ィ
ル
ソ
ンD

avid W
ilson

に
よ
れ
ば
、
包
括
補
助
金
制
度
導
入
の

目
的
は
、
や
は
り
地
方
自
治
体
間
の
財
政
力
格
差
の
是
正
で
あ
る
の
で
、
基
本
的
な
枠
組
み
は
変
化
し
て
い
な
い
と
言
っ
て
よ
い

︵G
reenw

ood and W
ilson, 1984, pp.126-127;

高
橋
、
一
九
七
八
、
第
五
章
第
二
節
︱
第
三
節;

高
寄
、
一
九
九
五
、一
六
五
︱

一
七
七
頁
︶。

以
上
が
前
期
に
お
け
る
、
中
央
政
府
の
地
方
自
治
体
へ
の
補
助
金
配
分
の
仕
組
み
の
概
論
で
あ
る
。
こ
の
仕
組
み
に
お
い
て
、
本

稿
の
問
題
関
心
に
と
っ
て
注
目
す
べ
き
点
は
、
二
つ
で
あ
る
。
一
つ
目
は
、
財
源
要
素
も
需
要
要
素
も
共
に
、
人
口
数
で
の
均
等
割

り
で
は
な
く
、
財
源
の
乏
し
さ
や
行
政
需
要
の
過
剰
と
い
っ
た
地
方
自
治
体
を
悩
ま
せ
る
問
題
に
対
処
し
、
地
方
自
治
体
を
救
済
す

る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
目
的
は
、
将
来
、
仮
に
地
方
自
治
体
の
財
政
状
況
が
悪
化
し
た
と
し
て
も
、
地
方
自

治
体
は
、
補
助
金
の
増
額
に
よ
る
中
央
政
府
か
ら
の
補
填
を
期
待
で
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
地
方
自
治
体
の
側
か
ら
言

え
ば
、
将
来
の
見
込
み
に
お
い
て
も
、
財
政
援
助
が
厚
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

二
つ
目
は
、
地
方
自
治
体
の
側
か
ら
補
助
金
を
増
額
さ
せ
る
手
段
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
財
源
要
素
に
つ

い
て
は
、
地
方
自
治
体
の
徴
税
努
力
を
引
き
出
す
た
め
、
地
方
自
治
体
が
﹁
そ
の
レ
イ
ト
税
率
を
引
き
上
げ
れ
ば
、
そ
れ
に
応
じ
て

交
付
金
も
増
額
さ
れ
﹂
る
計
算
式
が
導
入
さ
れ
た
。
ま
た
、
需
要
要
素
に
つ
い
て
も
、
支
出
実
績
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

地
方
自
治
体
が
多
く
支
出
す
る
ほ
ど
、
行
政
需
要
が
大
き
い
と
見
な
さ
れ
る
た
め
に
、﹁
地
方
自
治
体
が
歳
出
を
ふ
や
せ
ば
、
交
付

金
も
増
え
る
と
い
う
財
源
保
障
補
填
機
能
﹂
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た(14)

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
配
分
の
仕
組
み
は
、
地
方
自
治
体

の
﹁
財
政
膨
張
を
ひ
き
起
こ
し
や
す
い
シ
ス
テ
ム
を
内
蔵
し
て
い
た
﹂
と
評
価
さ
れ
て
い
る
︵
高
橋
、
一
九
七
八
、二
一
六
︱

二
一
八
頁;

高
寄
、
一
九
九
五
、一
五
二
頁
︶。
こ
れ
に
対
し
て
、
地
方
自
治
体
の
支
出
を
抑
制
し
よ
う
と
し
た
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
は
、
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一
九
八
〇
年
に
地
方
政
府
・
計
画
・
土
地
法
を
制
定
し
た
。
同
法
は
、
環
境
省D
epartm

ent of Environm
ent

が
各
地
方
自
治
体
へ

支
出
水
準G

rant R
elated Expenditure A

ssessm
ent

を
通
達
し
、
そ
の
水
準
を
超
過
し
た
地
方
自
治
体
に
対
し
て
は
超
過
分
の
補

助
率
を
下
げ
る
と
い
う
仕
組
み
を
導
入
し
た
︵G

reenw
ood and W

ilson, 1984, p.156

︶。
し
か
し
、補
助
率
が
低
下
す
る
と
は
言
え
、

超
過
支
出
額
に
つ
い
て
も
補
助
金
が
割
り
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
︵
高
寄
、
一
九
九
五
、一
七
五
頁
︶。
補
助
金
配
分
の

仕
組
み
に
お
け
る
、
以
上
の
二
つ
の
点
は
、
地
方
自
治
体
に
厚
い
財
政
援
助
を
与
え
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
評
価
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

さ
ら
に
、
以
上
の
よ
う
な
補
助
金
配
分
方
法
に
加
え
て
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
地
区
に
特
殊
な
要
因
と
し
て
、
大
ロ
ン
ド
ン
議
会

G
reater London C

ouncil

︵
以
下
、
Ｇ
Ｌ
Ｃ
と
略
記
︶
内
で
の
財
政
調
整
シ
ス
テ
ム
が
二
点
挙
げ
ら
れ
る(15)

。
一
つ
目
は
、
Ｇ
Ｌ
Ｃ
の

存
在
そ
の
も
の
が
持
つ
財
政
調
整
機
能
で
あ
る
。
特
別
区
の
収
入
に
お
い
て
レ
イ
ト
が
占
め
る
割
合
は
三
八
％
に
過
ぎ
な
い
の
に
対

し
て
、
Ｇ
Ｌ
Ｃ
は
収
入
の
七
五
％
が
レ
イ
ト
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︵
高
橋
、
一
九
七
八
、二
二
三
頁
︶。
し
た
が
っ
て
、
ロ
ン
ド
ン
の

豊
か
な
地
域
か
ら
徴
税
し
、
必
要
な
地
域
に
行
政
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
Ｇ
Ｌ
Ｃ
の
存
在
自
体
が
ロ
ン
ド
ン
内
部
で
の

財
政
調
整
機
能
を
果
た
し
た
。二
つ
目
は
、ロ
ン
ド
ン
財
源
調
整
制
度London R

ate Equalisation Schem
es

で
あ
る
。こ
れ
は
、ウ
ェ

ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
区W

estm
inster

や
シ
テ
ィC

ity of London

を
は
じ
め
と
す
る
豊
か
な
特
別
区
か
ら
、
他
の
区
に
財
源
を
配
分

す
る
、
ロ
ン
ド
ン
特
有
の
制
度
で
あ
る
。
な
お
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
に
位
置
す
る
五
つ
の
区
は
、
全
て
給
付
さ
れ
る
側
で
あ
る
︵
高
橋
、

一
九
七
八
、三
二
〇
︱
三
二
三
頁
︶。
こ
れ
ら
二
つ
の
Ｇ
Ｌ
Ｃ
の
財
政
調
整
シ
ス
テ
ム
は
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
地
区
の
地
方
自
治
体
に
対

し
て
、
一
層
手
厚
い
財
政
援
助
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。

本
項
で
は
、
前
期
に
お
い
て
中
央
政
府
か
ら
地
方
自
治
体
へ
の
補
助
金
の
配
分
方
法
と
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
地
区
の
地
方
自
治
体
に

固
有
の
制
度
を
検
討
し
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
地
区
の
地
方
自
治
体
に
対
す
る
財
政
援
助
の
強
さ
を
示
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
地
方
自
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治
体
の
財
政
力
格
差
を
埋
め
る
よ
う
な
補
助
金
配
分
の
仕
組
み
、
レ
イ
ト
税
率
や
支
出
額
と
正
の
関
係
に
あ
る
補
助
率
、
そ
し
て
Ｇ

Ｌ
Ｃ
の
存
在
と
ロ
ン
ド
ン
財
源
調
整
制
度
で
あ
る
。
本
節
第
一
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
地
方
自
治
体
の
歳
入
に
お
い
て
、
中
央
政
府

か
ら
の
補
助
金
は
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
本
項
で
整
理
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
補
助
金
は
財
政
能
力
に
乏
し
い

地
方
自
治
体
に
有
利
な
よ
う
に
配
分
さ
れ
て
い
た
た
め
、
前
期
に
は
中
央
政
府
か
ら
地
方
自
治
体
へ
の
財
政
援
助
が
厚
か
っ
た
の
で

あ
る
。

第
四
項　

中
央
政
府
に
よ
る
地
方
自
治
体
の
権
限
に
対
す
る
強
い
統
制

本
項
で
は
、
前
期
に
は
、
中
央
政
府
に
よ
る
地
方
自
治
体
の
権
限
に
対
す
る
統
制
が
特
に
強
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
イ
ギ
リ
ス
の

地
方
自
治
体
の
権
限
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
、
ま
ず
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
地
方
自
治
体
の
独
特
の
法
的
性
格
と
そ
こ
か

ら
生
じ
る
﹁
ウ
ル
ト
ラ
・
ヴ
ァ
イ
ア
スultra vires

﹂
の
法
理
で
あ
る
。
Ｊ
・
Ａ
・
チ
ャ
ン
ド
ラ
ーJ. A

. C
handler

は
、
こ
の
点
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
地
方
政
府
は
、
議
会
の
法
律
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
構
造
、
機
能
、
資
金
、
そ
し
て
地
方
自
治
体
に
お
け
る

︹
各
種
︺
プ
ロ
セ
ス
の
多
く
は
、
法
律
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
地
方
議
会
は
、
法
律
に
よ
っ
て
正
統
化
さ
れ
た

行
為
し
か
行
え
な
い
。
地
方
自
治
体
が
こ
の
枠
組
み
か
ら
外
れ
る
行
為
を
行
っ
た
場
合
、
当
該
地
方
自
治
体
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
、

ウ
ル
ト
ラ
・
ヴ
ァ
イ
ア
ス
に
当
た
る
行
為
を
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
、
法
律
違
反
の
行
為
を
中
止
す
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
る

︵C
handler, 1991, p.1

︶。



89

前期ロンドン・ドックランズ再開発史研究（一）（川島）

チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
に
よ
る
こ
の
簡
潔
な
叙
述
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
地
方
自
治
体
は
、
中
央
の
議
会
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
権
限
は
法
律
で
許
可
さ
れ
た
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。
地
方
自
治
体
が
行
使
し
う
る
権
限
は
、
社
会
政

策
に
関
す
る
以
下
の
五
分
野
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
消
防
や
警
察
な
ど
の
防
災
、
②
高
速
道
路
や
都
市
計
画
な
ど
の
環
境
、
③
教

育
や
住
宅
な
ど
の
対
人
サ
ー
ヴ
ィ
ス
、
④
博
物
館
や
劇
場
な
ど
の
社
会
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
⑤
市
場
や
商
店
に
関
す
る
市
場
取

引
で
あ
る
︵G

reenw
ood and W

ilson, 1984, pp.115-116

︶。
イ
ギ
リ
ス
地
方
自
治
体
の
権
限
が
社
会
政
策
の
み
に
制
約
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
、
地
方
自
治
体
の
歳
出
構
造
に
も
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
地
方
自
治
体
の
経
常
支
出
の
三
分
の
一
以
上
が
教
育
分
野

へ
の
支
出
で
あ
り
、
資
本
支
出
の
半
分
以
上
が
住
宅
分
野
へ
の
支
出
で
あ
っ
た
︵
高
橋
、
一
九
七
八
、一
〇
五
頁
︶。

こ
れ
に
対
し
て
、
経
済
政
策
・
開
発
政
策
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
体
は
、
広
告
な
ど
間
接
的
な
権
限
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
。﹁
地
方
自
治
体
は
、
大
規
模
開
発
に
つ
い
て
は
、︹
中
央
政
府
に
︺
信
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
﹂︵C

handler, 1991, pp.50-51

︶

た
め
、戦
後
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
造
成
な
ど
、直
接
的
な
地
域
経
済
開
発
は
、中
央
政
府
や
私
的
セ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
︵
高

寄
、
一
九
九
五
、三
四
︱
四
〇
頁
、
二
一
七
︱
二
一
八
頁
︶。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
体
の
権
限
は
、
特
に
経
済
政
策

に
お
い
て
、
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
た
。

も
ち
ろ
ん
、
地
方
自
治
体
に
は
政
策
選
択
の
余
地
が
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
理
解
や
、
地
方
自
治
体
間
に
政
策
の
差
異
が

全
く
な
か
っ
た
と
い
う
理
解
も
ま
た
一
面
的
で
あ
る
。
地
方
自
治
体
に
は
、
政
策
選
択
の
余
地
が
、
僅
か
な
が
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
。

制
度
的
に
言
え
ば
、
一
九
七
二
年
の
地
方
自
治
法Local G

overnm
ent A

ct 1972

の
第
一
三
七
条
に
よ
っ
て
、
地
方
自
治
体
に
は
、

レ
イ
ト
一
ポ
ン
ド
あ
た
り
二
ペ
ン
ス
を
自
由
に
使
え
る
権
限
が
与
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
特
定
の
地
方
自
治
体
に
の
み
適
用
さ
れ
る
法

律Private A
cts

も
あ
り
、
地
方
自
治
体
間
の
差
異
を
も
た
ら
し
て
い
た
。
実
態
的
に
も
、
地
方
自
治
体
の
政
策
に
は
、
地
方
自
治

体
間
で
大
き
な
差
異
が
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵G

reenw
ood and W

ilson, 1984, pp.116-117, C
h.7-8

︶。
し
か
し
、
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こ
れ
ら
制
度
も
中
央
政
府
の
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
し
、
ま
た
、
実
際
に
は
二
ペ
ン
ス
の
資
金

も
あ
ま
り
活
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
個
別
法
も
大
い
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
状
況
で
あ
っ
た
︵C

handler, 1991, pp.33-

34;
高
寄
、
一
九
九
五
、二
一
七
︱
二
一
八
頁;

自
治
体
国
際
化
協
会
、
二
〇
〇
六
、八
頁
︶。
し
た
が
っ
て
、
前
期
イ
ギ
リ
ス
の
地
方

自
治
体
は
、
そ
の
権
限
に
つ
い
て
中
央
政
府
か
ら
強
い
統
制
を
受
け
て
い
た
と
理
解
さ
れ
う
る
。

本
節
で
は
、
前
期
の
制
度
状
況
に
つ
い
て
整
理
・
検
討
し
、
特
に
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
地
区
に
お
い
て
は
、﹁
強
い
中
央
地
方
関
係
﹂

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
き
た(16)

。
ま
と
め
る
と
、
そ
の
論
拠
は
以
下
の
五
点
で
あ
る
。
①
地
方
自
治
体
の
自
主
課
税
財
源
レ
イ
ト
に

組
み
込
ま
れ
た
レ
イ
ト
払
い
戻
し
制
度
に
よ
る
、
財
政
力
が
弱
い
地
方
自
治
体
へ
の
配
慮
が
あ
っ
た
こ
と
、
②
域
外
移
転
を
し
よ
う

と
し
な
か
っ
た
公
営
企
業
の
存
在
と
、
域
外
脱
出
し
て
も
税
収
の
減
少
が
大
き
な
懸
念
と
な
ら
な
い
レ
イ
ト
税
制
と
い
う
制
度
を
与

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
③
補
助
金
配
分
に
お
い
て
、
財
政
力
が
弱
い
地
方
自
治
体
に
大
き
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
④
地
方

自
治
体
が
歳
出
を
増
や
す
ほ
ど
補
助
金
も
増
額
さ
れ
た
こ
と
、
⑤
地
方
自
治
体
の
権
限
行
使
に
対
し
て
、
法
律
が
強
い
制
約
を
課
し

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
よ
り
、
前
期
は
、
財
政
援
助
も
厚
く
、
権
限
に
対
す
る
統
制
も
強
い
、﹁
強
い
中
央
地
方
関
係
﹂

と
い
う
制
度
状
況
と
理
解
さ
れ
る
。
次
節
以
下
で
は
、
都
市
間
競
争
論
の
修
正
モ
デ
ル
を
指
針
・
仮
説
と
し
な
が
ら
、
前
期
Ｌ
Ｄ
Ｄ

Ｃ
と
地
方
自
治
体
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
志
向
を
解
明
し
て
い
く
。

第
二
節　

前
期
地
方
自
治
体
の
再
開
発
計
画
の
分
析
︱
︱
生
活
保
障
的
側
面
再
生
の
重
視

本
節
で
は
、
前
期
に
お
け
る
地
方
自
治
体
の
政
策
志
向
が
、
経
済
成
長
的
側
面
を
相
対
的
に
軽
視
し
、
生
活
保
障
的
側
面
を
重
視
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し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
前
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
前
期
の
中
央
地
方
関
係
は
強
い
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
都
市
間
競
争
論
の
修
正
モ
デ
ル
の
想
定
に
よ
れ
ば
、
地
方
自
治
体
は
、
中
央
政
府
か
ら
厚
い
財
政
援
助
を
期
待
で

き
る
こ
と
か
ら
経
済
成
長
的
側
面
の
再
生
に
は
あ
ま
り
関
心
を
払
わ
な
く
な
る
。
さ
ら
に
、
特
に
経
済
政
策
に
関
す
る
権
限
に
対
す

る
統
制
も
強
い
た
め
に
、
地
方
自
治
体
が
採
り
う
る
政
策
は
そ
も
そ
も
限
定
さ
れ
る
。
逆
に
、
生
活
保
障
的
側
面
に
つ
い
て
は
、
中

央
政
府
か
ら
、
手
厚
い
財
政
援
助
を
受
領
し
う
る
た
め
、
地
方
自
治
体
と
し
て
は
、
こ
れ
を
重
視
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、

強
い
中
央
地
方
関
係
の
下
で
は
、
経
済
成
長
を
め
ぐ
る
地
方
自
治
体
間
の
競
争
は
顕
在
化
し
な
い
た
め
、
地
方
自
治
体
の
政
策
志
向

は
、
生
活
保
障
的
側
面
重
視
型
の
再
開
発
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
節
で
は
、
主
た
る
分
析
素
材
で
あ
る
﹃
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
︵
ロ
ン
ド
ン
・
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
戦
略
計
画
︶﹄
の
概
要
を
、
ま
ず
は
第
一
項

で
紹
介
し
て
お
く
。
第
二
項
で
は
、
前
期
地
方
自
治
体
が
、
経
済
成
長
的
側
面
の
再
生
を
あ
ま
り
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示

す
。
最
後
に
第
三
項
で
は
、
逆
に
生
活
保
障
的
側
面
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
体
が
高
い
関
心
を
払
っ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
る
。

第
一
項　

分
析
素
材
と
し
て
の
『
ロ
ン
ド
ン
・
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
戦
略
計
画
』

本
稿
で
は
、
前
期
の
地
方
自
治
体
の
政
策
志
向
を
分
析
す
る
主
な
素
材
と
し
て
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
を
用
い
る
。
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
と
は
、

一
九
七
四
年
か
ら
一
九
七
六
年
に
か
け
て
﹁
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
合
同
委
員
会D

ocklands Joint C
om

m
ittee

︵
通
称
：
Ｄ
Ｊ
Ｃ
︶﹂
に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
た
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
再
開
発
計
画
で
あ
る
。
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
が
策
定
さ
れ
た
の
は
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
よ
り
も
五
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
は

あ
る
が
、
一
九
八
一
年
の
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
設
立
以
降
も
地
方
自
治
体
は
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
履
行
を
強
く
支
持
し
た
。
そ
の
た
め
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、

一
九
八
〇
年
代
末
ま
で
の
前
期
全
体
を
通
じ
た
地
方
自
治
体
の
政
策
志
向
の
分
析
素
材
と
し
て
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
策
定
に
至
る
歴
史
的
経
緯
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
一
九
六
〇
年
代
か
ら
ド
ッ
ク
が
相
次
い
で
閉
鎖
さ
れ
、
六
〇
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年
代
後
半
に
は
、
再
開
発
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
は
じ
め
た
。
一
九
七
一
年
に
環
境
省
と
保
守
党
支
配
下
の
Ｇ
Ｌ
Ｃ
が
、
民
間
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
会
社
の
ト
ラ
バ
ー
ス
・
モ
ー
ガ
ン
社Travers M

organ

に
再
開
発
案
の
策
定
を
委
託
し
た
。
調
査
に
は
中
央
政
府
の
官

僚
、
Ｇ
Ｌ
Ｃ
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
の
五
つ
の
地
方
自
治
体
の
代
表
者
が
入
っ
て
い
た
が
、
地
元
政
治
家
や
一
般
人
の
参
加
は
な
か
っ
た
。

モ
ー
ガ
ン
社
は
、
い
く
つ
か
の
再
開
発
案
を
提
出
し
た
が
、
既
存
の
労
働
集
約
型
産
業
中
心
の
社
会
構
造
を
変
え
る
案
を
強
く
支
持

し
た
。
モ
ー
ガ
ン
社
計
画
の
策
定
過
程
に
お
い
て
は
、
地
域
住
民
と
の
公
的
協
議
も
な
さ
れ
た
が
、
地
域
住
民
は
、
地
元
ニ
ー
ズ
よ

り
も
商
業
開
発
を
優
先
し
た
と
モ
ー
ガ
ン
計
画
を
批
判
し
た
。
結
果
的
に
は
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
財
政
赤
字
の
深
刻
化
と
、

一
九
七
三
年
に
労
働
党
が
Ｇ
Ｌ
Ｃ
の
政
権
を
獲
得
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
モ
ー
ガ
ン
社
の
計
画
は
頓
挫
し
て
し
ま
っ
た
。
続
い
て
、

一
九
七
二
年
地
方
政
府
法Local G

overnm
ent A

ct 1972

に
よ
っ
て
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
合
同
委
員
会
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
の
委
員
会
は
、

Ｇ
Ｌ
Ｃ
、
地
方
自
治
体
、
ロ
ン
ド
ン
港
湾
庁
、
地
元
住
民
団
体
を
束
ね
る
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
・
フ
ォ
ー
ラ
ムD

ocklands Forum

か
ら

組
織
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
合
同
委
員
会
が
一
九
七
四
年
か
ら
一
九
七
六
年
に
か
け
て
策
定
し
た
計
画
が
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
で

あ
っ
た
︵B

row
nill, 1993, pp.21-26

︶。

Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、
多
く
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
前
稿
で
整
理
し
た
よ
う
に
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
再
開
発
の
先

行
研
究
は
、
地
方
自
治
体
の
選
好
が
生
活
保
障
的
側
面
重
視
型
の
再
開
発
で
あ
る
と
論
じ
て
き
た
が
、
そ
の
論
拠
の
一
つ
と
し
て
Ｌ

Ｄ
Ｓ
Ｐ
が
扱
わ
れ
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
本
節
も
、
こ
れ
ら
先
行
研
究
と
同
じ
く
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
が
経
済
成
長
的
側
面
よ
り
も
既
存
の

住
民
の
生
活
環
境
を
維
持
・
向
上
さ
せ
る
生
活
保
障
的
側
面
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
予
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
本

節
の
狙
い
は
、
そ
れ
に
止
ま
ら
な
い
。
本
節
で
は
、
上
記
に
加
え
て
、
以
下
の
二
つ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
一
つ
目
は
、
Ｌ
Ｄ

Ｓ
Ｐ
の
経
済
成
長
的
側
面
の
再
生
構
想
が
、
実
行
可
能
性
等
に
つ
い
て
、
問
題
を
孕
ん
で
い
た
こ
と
の
提
示
で
あ
る
。
先
行
研
究
は
、

Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
が
、
住
民
の
伝
統
的
な
生
活
ス
タ
イ
ル
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
計
画
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
全
体
に
つ
い
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て
も
肯
定
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
節
は
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
経
済
成
長
的
側
面
の
弱
さ
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ

全
体
に
対
す
る
肯
定
的
な
評
価
を
相
対
化
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
。
二
つ
目
は
、
本
稿
の
問
題
関
心
に
照
ら
す
と
、
よ
り
重
要
な

こ
と
で
あ
る
が
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
生
活
保
障
的
側
面
の
重
視
に
説
明
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
都
市
間
競
争
論
の
修
正
モ

デ
ル
の
想
定
に
基
づ
き
つ
つ
、
前
期
地
方
自
治
体
が
経
済
成
長
的
側
面
よ
り
も
生
活
保
障
的
側
面
を
重
視
し
た
の
は
、
地
方
自
治
体

へ
の
十
分
な
財
政
援
助
と
権
限
に
対
す
る
強
い
統
制
と
い
う
﹁
強
い
中
央
地
方
関
係
﹂
が
存
在
し
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
こ
と
を
示

す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、こ
の
前
提
条
件
が
変
化
す
れ
ば
、地
方
自
治
体
の
選
好
も
ま
た
変
わ
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ

と
も
、
地
方
自
治
体
の
選
好
の
変
化
は
次
稿
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
本
節
は
、
前
期
地
方
自
治
体
の
選
好
の
形
成
に
説
明

を
与
え
る
こ
と
に
議
論
を
限
定
す
る
。

さ
て
、
こ
の
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、
図
表
・
補
遺
含
め
て
全
一
一
五
頁
に
わ
た
る
、
野
心
的
な
再
開
発
計
画
で
あ
っ
た
。
ま
た
本
文
が
、

一
二
章
編
成
と
い
う
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
詳
細
な
も
の
で
も
あ
る
。
一
二
章
は
、
①
衰
退
の
原
因
の
分
析
・
現
状
分
析
、

②
再
開
発
の
全
体
像
、
③
土
地
・
人
口
・
不
確
実
性
問
題
、
各
論
︵
④
経
済
と
雇
用
、
⑤
交
通
、
⑥
住
宅
、
⑦
商
店
お
よ
び
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
⑧
教
育
・
保
健
・
福
祉
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
⑨
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
・
河
川
、
⑩
保

全
・
環
境
︶、
⑪
財
政
・
再
開
発
時
期
区
分
、
⑫
施
工
方
法
、
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
タ
イ
ト
ル
だ
け
を
見
る
と
、
直
感
的
に
は
、

例
え
ば
、﹁
④
経
済
と
雇
用
﹂
な
ど
が
経
済
成
長
的
側
面
に
、﹁
⑧
教
育
・
保
健
・
福
祉
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
﹂

な
ど
が
生
活
保
障
的
側
面
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
本
節
で
は
、
こ
の
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
ご
と
の
項
目
に
即
し

て
分
析
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
、
経
済
成
長
的
側
面
と
生
活
保
障
的
側
面
と
い
う
本
稿
の
問
題
関
心
に
沿
っ
て
分
析
す
る
。

Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
項
目
ご
と
の
内
容
は
、
相
互
に
絡
み
合
っ
て
い
る
こ
と
と
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
各
項
目
は
、
両
側
面
を
含
ん
だ
内
容
を
有
し

て
い
る
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る(17)

。
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第
二
項　

Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
経
済
成
長
的
側
面
が
孕
ん
で
い
た
三
つ
の
問
題

本
稿
が
依
拠
す
る
都
市
間
競
争
論
の
修
正
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、﹁
強
い
中
央
地
方
関
係
﹂
と
い
う
制
度
状
況
に
お
い
て
は
、
地
方

自
治
体
は
経
済
成
長
的
側
面
の
再
生
を
あ
ま
り
重
視
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
経
済
成
長
を
め
ぐ
る
都
市
間
競
争
の
圧
力

が
顕
在
化
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
項
で
は
こ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
経
済
成
長
的
側
面
の
再
生
計
画
を
長
期
的
計

画
・
中
期
的
手
法
・
短
期
的
手
段
の
三
つ
に
分
け
て
分
析
す
る
。
高
い
失
業
率
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
地
区
の
経

済
衰
退
は
当
時
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
経
済
成
長
的
側
面
の
再
生
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
期
地
方
自
治
体

の
経
済
成
長
的
側
面
の
再
生
計
画
は
、
計
画
の
方
向
性
や
実
効
方
法
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
問
題
を
内
包
し
て
い
た
。
結
論
を
先
に

述
べ
る
と
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
経
済
成
長
的
側
面
の
再
生
計
画
の
問
題
と
は
、
以
下
の
三
つ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
長
期
的
計
画
自
体
が

孕
む
困
難
さ
、
衰
退
原
因
の
分
析
と
中
期
的
手
法
と
の
間
の
齟
齬
、
そ
し
て
短
期
的
手
段
の
実
現
可
能
性
が
乏
し
い
こ
と
で
あ
る
。

Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
の
経
済
成
長
的
側
面
の
再
生
計
画
を
示
す
前
に
、な
ぜ
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
の
経
済
は
衰
退
し
て
し
ま
っ

た
の
か
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、従
来
型
の
﹁
工
業industry

(18)
﹂
の
雇
用
喪
失
が
原
因
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

手
工
業
・
港
湾
業
・
公
営
企
業
・
交
通
産
業
と
い
っ
た
、
か
つ
て
の
港
湾
産
業
お
よ
び
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
各
種
の
労
働
集
約
型
産

業
の
雇
用
喪
失
が
、他
の
産
業
や
他
の
地
域
と
比
較
し
て
極
め
て
多
い
こ
と
が
衰
退
の
原
因
で
あ
る
︵LD

SP, para. 1.8

︶。
さ
ら
に
、

こ
の
雇
用
衰
退
は
、
短
期
的
な
も
の
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、﹁
東
ロ
ン
ド
ン
の
失
業
は
経
済

構
造
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
﹂︵LD

SP, para. 1.13

︶
で
あ
る
と
か
、﹁
東
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
将
来
の
経
済
は
、
工
業
の
衰
退

と
、
オ
フ
ィ
ス
・
ベ
ー
ス
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
業
の
勃
興
と
い
う
現
在
の
潮
流
と
切
り
離
さ
れ
え
な
い
﹂︵LD

SP, para. 2.16

︶
と
い
っ

た
具
合
に
、
長
期
的
な
経
済
構
造
の
変
化
に
衰
退
原
因
を
求
め
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、﹁
工
業
﹂
の
衰
退
は
今
後
も
継
続
す
る
と

予
測
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
一
九
七
三
年
に
お
い
て
東
ロ
ン
ド
ン
全
体
で
一
四
万
八
千
あ
る
工
業
の
雇
用
は
、
一
九
八
〇
年
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代
前
半
に
は
五
万
五
千
～
十
一
万
八
千
ま
で
減
少
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
る
︵LD

SP, Table 4a

︶。
工
業
に
か
わ
っ
て
、
今
後

発
展
が
見
込
ま
れ
る
の
は
、
専
門
職
な
ど
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
層
の
﹁
オ
フ
ィ
ス
・
ベ
ー
ス
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
業
﹂
で
あ
る
︵LD

SP, 

para. 2.16
︶。
具
体
的
に
は
、
一
九
八
〇
年
代
前
半
ま
で
に
、
東
ロ
ン
ド
ン
で
は
、
オ
フ
ィ
ス
・
ベ
ー
ス
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
業
は
、
公

務
員
と
併
せ
て
一
万
四
千
の
新
規
雇
用
を
生
む
と
見
込
ま
れ
て
い
る
︵LD

SP, Table 4a

︶。
こ
の
よ
う
に
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、
工
業
の

長
期
的
衰
退
と
オ
フ
ィ
ス
・
ベ
ー
ス
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
業
の
興
隆
と
い
う
長
期
的
な
経
済
構
造
の
変
化
を
指
摘
し
て
い
る
。

Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
長
期
的
計
画
は
、
こ
の
よ
う
な
経
済
構
造
の
変
化
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
オ
フ
ィ

ス
・
ベ
ー
ス
の
産
業
で
は
な
く
、﹁
工
業
﹂
で
の
雇
用
回
復
・
拡
大
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、
雇
用
数
の
目
標
を

一
九
六
九
年
に
作
成
さ
れ
た
﹃
大
ロ
ン
ド
ン
開
発
計
画G

reater London D
evelopm

ent Plan

﹄
に
お
い
て
示
さ
れ
た
人
口
目
標
か

ら
算
出
し
て
い
る
。﹃
大
ロ
ン
ド
ン
開
発
計
画
﹄
は
、
当
時
一
一
五
万
の
人
口
を
有
す
る
東
ロ
ン
ド
ン
の
五
つ
の
区
が
、
一
一
〇
万

の
人
口
に
落
ち
着
く
見
込
み
を
立
て
て
い
た
。
こ
の
人
口
目
標
か
ら
算
出
す
る
と
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
は
、
一
〇
万
～
一
二
万
の
人
口

を
有
す
る
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
た
︵LD

SP, Table 3j

︶。
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
は
、
当
時
著
し
い
人
口
減
少
傾
向
に
あ
り
、
一
九
七
五

年
時
点
で
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
の
人
口
は
五
万
六
千
で
あ
り
、
し
か
も
放
っ
て
お
く
と
減
少
は
さ
ら
に
続
く
も
の
と
み
ら
れ
て
い
た

︵LD
SP, para. 3.21, Table 3j

︶。し
た
が
っ
て
、Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
増
加
分
の
人
口
を
支
え
る
だ
け
の
雇
用
数
を
計
画
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
東
ロ
ン
ド
ン
全
体
の
目
標
で
あ
る
、
一
一
〇
万
の
人
口
を
支
え
る
た
め
に
は
、
五
八
万
の
雇
用
が
必
要
で
あ
る
が
、

一
九
八
〇
年
代
前
半
に
は
、﹁
工
業
﹂
の
雇
用
喪
失
に
よ
っ
て
、
雇
用
数
全
体
で
は
五
十
万
四
千
～
五
六
万
七
千
に
な
る
と
予
測
さ

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
大
で
七
万
六
千
の
新
規
雇
用
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、﹁
工
業
﹂
の
雇
用
で
こ
の

新
規
雇
用
を
満
た
そ
う
と
す
る
計
画
を
立
て
た
︵LD

SP, para. 4.7-4.9

︶。

他
方
で
、
雇
用
の
自
然
増
加
が
見
込
ま
れ
て
い
た
オ
フ
ィ
ス
・
ベ
ー
ス
の
産
業
に
は
、﹁
レ
イ
ト
に
よ
る
財
政
収
入
を
強
固
な
も
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の
に
し
て
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
合
同
委
員
会
内
の
地
方
自
治
体
に
お
け
る
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
再
開
発
の
財
政
的
負
担
を
軽
減
す
る
﹂
と
い

う
意
義
が
与
え
ら
れ
て
い
た
︵LD

SP, para. 11.8

︶。
し
か
し
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
オ
フ
ィ
ス
・
ベ
ー
ス
の
産
業
計
画
に
対
し
て
、
極
め

て
冷
淡
で
あ
っ
た(19)

。
そ
れ
は
以
下
の
三
点
か
ら
読
み
取
れ
る
。
第
一
に
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、
基
本
的
に
は
ス
ト
ラ
ト
フ
ォ
ー
ド

Stratford
な
ど
の
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
外
で
、
既
に
オ
フ
ィ
ス
が
あ
る
程
度
存
在
す
る
所
で
の
追
加
建
設
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
第
二
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
、﹁
工
業
﹂
産
業
に
対
し
て
は
土
地
の
調
達
や
資
金
の
補
助
な
ど
、
積
極
的
な
公
的
介
入
を
予
定
し

て
い
る
の
に
対
し
て
、
オ
フ
ィ
ス
業
に
対
し
て
は
特
に
言
及
を
行
っ
て
い
な
い
。
第
三
に
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
再
開
発
に
求
め
ら
れ
る

民
間
投
資
に
つ
い
て
も
、﹁
工
業
﹂
が
四
億
ポ
ン
ド
に
達
す
る
の
に
対
し
て
、
オ
フ
ィ
ス
業
は
五
千
万
ポ
ン
ド
以
下
と
、
少
な
く
見

積
も
っ
て
い
る
︵LD

SP, para. 11.7

︶。
オ
フ
ィ
ス
・
ベ
ー
ス
の
産
業
が
拒
否
さ
れ
た
理
由
は
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
Ｌ

Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、﹁
雇
用
ベ
ー
ス
に
お
い
て
、
急
激
な
変
化
に
対
す
る
、
東
ロ
ン
ド
ン
の
あ
ま
り
に
素
早
い
対
応
が
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
、

社
会
的
混
乱
は
受
け
入
れ
が
た
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
︵LD

SP, para. 2.16

︶。
つ
ま
り
、
地
方
自
治
体
は
、
経
済
成
長
よ
り
も
従
来

か
ら
の
住
民
の
雇
用
の
確
保
を
優
先
し
、﹁
工
業
﹂
で
の
雇
用
回
復
・
拡
大
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
経
済
成
長
的
側

面
の
再
生
計
画
に
は
、
生
活
保
障
的
側
面
優
先
の
論
理
が
入
り
込
ん
だ
。
そ
の
結
果
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
経
済
成
長
的
側
面
の
長
期
的
再

生
計
画
は
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
自
身
が
予
測
し
た
長
期
的
な
経
済
構
造
の
変
化
に
抗
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
実
行
に
そ
も
そ
も
困

難
さ
を
抱
え
て
い
た
。

困
難
さ
を
抱
え
て
い
た
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
経
済
成
長
的
側
面
の
長
期
的
再
生
計
画
は
、
さ
ら
な
る
問
題
も
有
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
や

は
り
経
済
成
長
的
側
面
の
再
生
計
画
へ
の
生
活
保
障
的
側
面
優
先
の
論
理
の
介
入
が
原
因
で
あ
る
。
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、
東
ロ
ン
ド
ン
全

体
で
新
た
に
必
要
と
さ
れ
る
工
業
雇
用
数
に
、﹁
望
ま
し
い
労
働
環
境
﹂
と
い
う
変
数
を
投
入
し
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
が
新
た
に
生
む

べ
き
工
業
雇
用
数
を
算
出
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
今
の
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
の
労
働
環
境
が
過
密
状
況
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
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一
エ
ー
カ
ー
当
た
り
四
〇
～
五
〇
人
の
労
働
環
境
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
︵LD
SP, para. 4.11

︶。
と
す
る
と
、
七
万
六
千
の
新
た

な
雇
用
の
た
め
に
は
、
工
業
用
地
が
一
五
〇
〇
～
一
九
〇
〇
エ
ー
カ
ー
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
に
は
こ
れ
だ
け
の

土
地
が
な
い
た
め
、
二
六
二
〇
〇
か
ら
三
二
七
五
〇
の
雇
用
分
の
土
地
を
生
み
出
す
の
が
限
界
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

︵LD
SP, para. 4.12

︶。
し
た
が
っ
て
、
そ
も
そ
も
困
難
さ
を
抱
え
て
い
た
﹁
工
業
﹂
で
の
雇
用
回
復
・
拡
大
計
画
は
、
既
に
計
画
の

段
階
に
お
い
て
、
経
済
回
復
を
期
待
し
う
る
か
疑
問
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

次
に
﹁
工
業
﹂
産
業
の
雇
用
回
復
・
拡
大
を
ど
の
よ
う
に
達
成
す
る
か
、
と
い
う
中
期
的
手
法
の
論
点
に
う
つ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で

述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、
自
然
減
少
が
見
込
ま
れ
る
﹁
工
業
﹂
産
業
で
の
雇
用
回
復
・
拡
大
を
目
標
と
し
て
い
る
わ
け

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
手
法
は
、
自
然
減
少
の
原
因
に
対
処
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の

中
期
的
手
法
は
、
経
済
状
況
の
分
析
を
踏
ま
え
て
お
ら
ず
、
原
因
の
分
析
と
齟
齬
を
き
た
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、﹁
工

業
﹂
産
業
で
の
雇
用
回
復
・
拡
大
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
、
土
地
政
策
と
交
通
政
策
を
特
に
重
視
し
て
い
た
。
順
に
紹
介
し
て
お

こ
う
。
ま
ず
は
、
土
地
政
策
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
長
期
的
計
画
の
と
こ
ろ
で
触
れ
た
よ
う
に
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
で
き
る
限
り
の
工
業

用
地
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
既
存
の
ド
ッ
ク
の
う
ち
、
使
用
の
見
込
み
が
大
き
い
ア
ル
バ
ー
ト
・
ド
ッ
ク

R
oyal A

lbert D
ock

と
ジ
ョ
ー
ジ
Ⅴ
世
ド
ッ
クK

ing G
eorge V

 D
ock

以
外
を
全
て
埋
め
立
て
、
さ
ら
に
、
倉
庫
お
よ
び
将
来
の
保

有
地
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ガ
ス
公
社
保
有
の
土
地
も
再
開
発
用
途
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
い

る
︵LD

SP, para. 3.11-3.13, 3.18

︶。
二
つ
目
は
交
通
政
策
で
あ
る
。
開
発
が
交
通
政
策
の
必
要
性
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
く
、
先

に
交
通
政
策
を
行
う
こ
と
で
開
発
を
呼
ぶ
と
い
う
論
理
に
よ
っ
て
、
交
通
政
策
に
は
高
い
優
先
度
が
与
え
ら
れ
て
い
る
︵LD

SP, 

para. 5.12

︶。
た
だ
し
、
自
家
用
車
は
既
に
増
え
す
ぎ
て
お
り
、
道
路
拡
張
は
従
来
か
ら
の
住
民
の
生
活
を
破
壊
し
て
し
ま
う
た
め

︵LD
SP, para. 2.22

︶、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、
公
共
交
通
政
策
の
促
進
を
特
に
強
調
し
て
い
る
︵LD

SP, para. 2.27

︶。
具
体
的
に
は
、
ド
ッ



98法政論集　252号（2013）

論　　説

ク
ラ
ン
ズ
を
東
西
に
貫
通
し
、
ロ
ン
ド
ン
中
心
部
と
の
接
続
を
高
め
る
地
下
鉄
新
線
の
建
設(20)

・
地
下
鉄
イ
ー
ス
ト
・
ロ
ン
ド
ン
線

East London

の
改
良
と
延
伸
・
近
距
離
バ
ス
の
増
発
が
、
細
か
い
数
値
ま
で
詳
細
に
計
画
さ
れ
て
い
る
︵LD

SP, para. 5.19-5.20

︶。

公
共
交
通
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
、
ま
た
逆
に
、
公
共
交
通
を
よ
り
使
い
勝
手
の
よ
い
も
の
に
す
る
と
い
う
点
で
、
公
共
交
通
政
策
と

併
せ
て
重
視
さ
れ
て
い
る
の
が
、工
業
エ
リ
アindustrial area

建
設
計
画
で
あ
る
。
こ
れ
は
、工
業
を
単
に
誘
致
す
る
の
で
は
な
く
、

工
業
エ
リ
ア
に
ま
と
め
て
誘
導
す
る
と
い
う
計
画
で
あ
る
。
工
業
エ
リ
ア
は
、
既
存
企
業
の
存
在
、
道
路
お
よ
び
鉄
道
交
通
の
便
、

そ
し
て
他
の
用
途
に
使
用
す
る
こ
と
の
難
し
さ
の
三
点
を
考
慮
し
て
、
グ
リ
ニ
ッ
ジ
半
島G

reenw
ich Peninsula

、
ポ
プ
ラ
︱

Poplar

、
東
ベ
ク
ト
ンEast B

eckton

に
指
定
さ
れ
て
い
る
︵LD

SP, para. 4.14

︶。
地
下
鉄
新
線
は
、
こ
れ
ら
工
業
エ
リ
ア
を
全
て

通
る
よ
う
に
計
画
さ
れ
て
お
り
、
交
通
政
策
に
与
え
ら
れ
た
経
済
成
長
へ
の
期
待
は
大
き
い
︵LD

SP, Figure 5a

︶。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
想
起
し
た
い
の
は
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
自
身
に
よ
る
経
済
衰
退
の
原
因
分
析
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ

は
長
期
的
な
経
済
構
造
の
変
化
に
、﹁
工
業
﹂
産
業
の
衰
退
原
因
を
見
い
だ
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
土
地
の
不
足
や
交
通
機
関
の
不

備
が
原
因
と
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
中
期
的
手
法
は
、
自
ら
の
経
済
状
況
の
分
析
を
踏
ま
え
て
お

ら
ず
、
経
済
衰
退
の
原
因
の
分
析
と
齟
齬
が
あ
る
。
こ
の
齟
齬
が
発
生
し
た
理
由
は
、﹁
工
業
﹂
重
視
と
い
う
長
期
的
計
画
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、﹁
工
業
﹂
で
の
雇
用
回
復
・
拡
大
を
前
提
と
す
る
以
上
、﹁
工
業
﹂
に
土
地
を
割
り
当
て
、
地
方
自
治
体
の
権
限
で
可
能

な
交
通
政
策
を
整
備
す
る
こ
と
が
最
大
限
可
能
な
政
策
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
繰
り
返
す
が
、
土
地
政
策
・
交
通
政
策

は
、
当
時
の
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
経
済
を
悩
ま
せ
て
い
た
長
期
的
な
経
済
構
造
の
変
化
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
が

こ
れ
ら
政
策
に
大
き
な
期
待
を
か
け
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い(21)

。

最
後
に
短
期
的
手
段
に
つ
い
て
の
論
点
を
検
討
し
よ
う
。
短
期
的
手
段
と
は
、
土
地
政
策
と
交
通
政
策
の
二
つ
の
中
期
的
手
法
を

行
う
手
段
で
あ
り
、
地
方
自
治
体
が
経
済
成
長
的
側
面
の
再
生
の
た
め
に
最
初
に
採
ろ
う
と
し
た
手
段
で
あ
る
。
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
計
画
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に
即
し
て
言
う
な
ら
ば
、
土
地
政
策
と
交
通
政
策
に
必
要
な
資
金
の
調
達
手
段
で
あ
る
。
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
試
算
で
は
、
土
地
に

二
億
二
七
〇
〇
万
ポ
ン
ド
・
住
宅
に
二
億
八
六
〇
〇
万
ポ
ン
ド
・
道
路
に
二
億
八
二
〇
〇
万
ポ
ン
ド
・
新
型
鉄
道
に

一
億
八
五
〇
〇
万
ポ
ン
ド
・
地
下
鉄
新
線
に
一
億
四
〇
〇
〇
～
一
億
七
〇
〇
〇
万
ポ
ン
ド
・
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
に
一
一
〇
〇
万

ポ
ン
ド
・
教
育
と
保
健
に
二
九
〇
〇
万
ポ
ン
ド
・
基
本
イ
ン
フ
ラ
に
一
億
一
一
八
〇
万
ポ
ン
ド
、
総
計
約
一
三
億
ポ
ン
ド
が
再
開
発

に
必
要
で
あ
る
︵LD

SP, para. 5.6, Table 11b

︶。
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、
か
か
る
巨
額
の
資
金
の
調
達
手
段
と
し
て
、
中
央
政
府
に
特
別

な
補
助
金
を
求
め
た
。

し
か
し
中
央
政
府
は
、
一
九
七
五
年
八
月
に
公
表
し
た
白
書
の
中
で
、﹁
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
で
の
開
発
に
は
、
交
通
、
住
宅
、
そ
の

他
目
的
の
た
め
の
政
府
財
政
援
助
の
一
般
的
形
態
が
適
合
的
で
あ
ろ
う
。
政
府
は
、
こ
れ
ら
を
越
え
る
支
援
の
特
別
形
態
は
一
切
用

意
し
て
い
な
い
﹂
と
述
べ
て
お
り
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
再
開
発
に
対
す
る
中
央
政
府
か
ら
の
財
政
援
助
を
明
確
に
否
定
し
て
い
た

︵LD
SP, para. 11.10

︶。
こ
の
中
央
政
府
の
通
達
に
対
し
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
合
同
委
員
会
は
、
四
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
、
政
府
か
ら

の
特
別
な
補
助
金
を
求
め
続
け
た
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
へ
の
公
金
投
資
、
特
に
道
路
建
設
へ
の
投
資
は
、
ド
ッ
ク

ラ
ン
ズ
の
み
な
ら
ず
、
ロ
ン
ド
ン
全
体
、
さ
ら
に
は
南
東
経
済
地
域
全
体
の
利
益
に
も
な
る
こ
と
︵D

ocklands Joint C
om

m
ittee, 

1976a, p.3; LD
SP, para. 11.12

︶。
第
二
に
、
そ
も
そ
も
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
に
対
す
る
政
府
の
補
助
金
は
少
な
す
ぎ
る
こ
と
︵LD

SP, 

para. 11.14

︶。
第
三
に
、﹁
必
要
資
金
は
国
レ
ヴ
ェ
ル
で
み
れ
ば
決
し
て
大
き
い
も
の
で
は
な
い
﹂
こ
と
。
そ
し
て
最
後
に
、﹁
政
府

の
楽
観
的
な
経
済
予
測
に
基
づ
け
ば
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
へ
の
投
資
額
の
漸
増
が
可
能
に
な
る
﹂
こ
と
で
あ
る
︵LD

SP, para. 11.13-

11.14

︶。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
理
由
は
、
い
ず
れ
も
十
分
な
説
得
力
を
有
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
理
由
に

つ
い
て
は
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
合
同
委
員
会
は
、
地
元
利
益
の
た
め
に
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
再
開
発
が
な
さ
れ
る
べ
き
と
繰
り
返
し
主
張
し

た
た
め
、個
別
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
へ
の
投
資
が
な
ぜ
広
域
地
域
全
体
の
利
益
と
な
る
の
か
に
つ
い
て
の
論
理
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
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こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
交
通
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
は
全
体
の
利
益
に
な
る
と
一
般
的
な
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
そ
の

理
由
が
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
の
み
に
該
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
二
か
ら
第
四
の
理
由
に
つ
い
て
も
、
数
量
的
な
根
拠
は
ほ
と
ん
ど
示

さ
れ
て
は
い
な
い
し
、
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
の
理
由
を
中
央
政
府
が
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
体
は
関
与
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
合
同
委
員
会
に
よ
る
政
府
へ
の
補
助
金
の
要
求
は
、
根
拠
に
欠
け
る
一
方
的
な

も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。そ
の
た
め
、ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
合
同
委
員
会
と
協
調
し
て
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
策
定
に
あ
た
っ

た
住
民
団
体
で
あ
る
、﹁
合
同
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
行
動
グ
ル
ー
プJoint D

ocklands A
ction G

roup

﹂
は
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
へ
の
第
一
の
懸
念

と
し
て
、
そ
の
実
行
に
お
け
る
資
金
の
不
足
を
挙
げ
て
い
る
︵D

ocklands Joint C
om

m
ittee, 1976a, p.8

︶。
事
実
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
策

定
か
ら
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
設
立
ま
で
の
五
年
間
に
、
中
央
政
府
か
ら
地
方
自
治
体
に
十
分
な
補
助
金
は
与
え
ら
れ
ず
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
計
画
は

頓
挫
し
て
い
る
︵W

hitehouse, 2000, pp.206-207

︶。
実
際
に
補
助
金
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
﹁
後
知
恵
﹂
で
は
あ
る
も
の
の
、

Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
策
定
当
時
に
お
い
て
、
短
期
的
手
段
の
実
現
可
能
性
が
乏
し
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る(22)

。

Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
計
画
は
、
一
九
八
三
年
の
﹃
北
サ
ザ
ク
計
画N

orth Southw
ark Plan

﹄
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。﹃
北
サ
ザ

ク
計
画
﹄
と
は
、
サ
ザ
ク
区
が
一
九
八
三
︱
八
四
年
に
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
へ
の
対
抗
手
段
の
一
環
と
し
て
作
成
し
た
、
サ
ザ
ク
区
と
Ｌ
Ｄ
Ｄ

Ｃ
が
重
な
っ
て
い
る
地
域
を
中
心
と
し
た
地
区
の
再
開
発
計
画
で
あ
る
。
本
項
の
最
後
に
、
同
計
画
の
経
済
成
長
的
側
面
に
つ
い
て

検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

﹃
北
サ
ザ
ク
計
画
﹄
は
、﹁
北
サ
ザ
ク
区
の
開
発
は
地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
に
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
主
張
し
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ

の
実
行
を
主
張
し
た
。
経
済
成
長
的
側
面
に
関
し
て
言
え
ば
、
公
共
交
通
機
関
の
重
視
と
費
用
へ
の
論
及
の
欠
如
と
い
う
二
つ
の
特

徴
は
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
か
ら
最
も
先
鋭
化
さ
れ
た
論
点
は
、
反
オ
フ
ィ
ス
政
策
で
あ
っ
た
。
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ

で
は
、
オ
フ
ィ
ス
に
は
、
地
域
の
経
済
発
展
に
貢
献
す
る
と
い
う
積
極
的
な
意
味
も
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、﹃
北
サ
ザ
ク
計
画
﹄
に
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お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
積
極
的
な
意
味
は
消
え
、
否
定
的
な
意
味
だ
け
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
否
定
的
な
意
味
と
は
、

以
下
の
四
つ
で
あ
る
。
第
一
に
、
既
に
十
分
な
オ
フ
ィ
ス
が
建
設
・
建
設
許
可
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
従
来
か
ら
の
住
民
向

け
の
雇
用
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
、
第
三
に
、
近
辺
の
住
宅
の
日
当
た
り
を
妨
げ
、
生
気
の
な
いsoulless

環
境
を
作
っ
て
し
ま
う

こ
と
、
第
四
に
、
投
機
を
誘
発
し
地
価
を
上
昇
さ
せ
て
し
ま
い
、
工
業
や
住
宅
用
の
土
地
を
奪
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
四

つ
理
由
を
挙
げ
て
、﹃
北
サ
ザ
ク
計
画
﹄
は
、
オ
フ
ィ
ス
を
地
域
住
民
の
利
益
に
な
ら
な
い
と
意
味
付
け
る
。
そ
し
て
、
同
計
画
は
、

以
下
の
よ
う
に
、
オ
フ
ィ
ス
建
設
を
、
事
実
上
全
て
禁
止
し
た
の
で
あ
っ
た
︵Southw

ark C
ouncil, 1983-1984

︶。

・
第
一
政
策
：︹
テ
ム
ズ
川
︺
南
岸
の
広
い
エ
リ
ア
で
は
、
オ
フ
ィ
ス
建
設
は
許
可
さ
れ
な
い
。

・
第
二
政
策
：
バ
ー
モ
ン
ジ
ーB

erdm
onsey

の
川
辺
と
サ
リ
ー
・
ド
ッ
ク
スSurrey D

ocks

で
は
、
オ
フ
ィ
ス
建
設
は
許
可
さ
れ

な
い
。

・
第
三
政
策
：
第
一
・
第
二
政
策
に
含
ま
れ
る
地
域
で
は
、
ま
だ
建
設
さ
れ
て
い
な
い
オ
フ
ィ
ス
の
建
設
許
可
は
更
新
さ
れ
な
い
。

・
第
四
政
策
：
第
一
・
第
二
政
策
に
含
ま
れ
な
い
地
域
で
は
、
以
下
の
例
外
を
除
き
、
オ
フ
ィ
ス
建
設
は
許
可
さ
れ
な
い
。

︵
ⅰ
︶
既
存
の
オ
フ
ィ
ス
ス
ペ
ー
ス
の
現
代
化
と
再
開
発

︵
ⅱ
︶
工
業
・
倉
庫
業
・
貯
蔵
業
に
付
随
的
で
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
適
正
な
機
能
に
不
可
欠
で
あ
る
オ
フ
ィ
ス

・
第
五
政
策
：
サ
ザ
ク
区
は
、
未
賃
貸
の
オ
フ
ィ
ス
の
フ
ロ
ア
ス
ペ
ー
ス
の
使
用
を
促
進
す
る
。

﹃
北
サ
ザ
ク
計
画
﹄
が
、
経
済
成
長
的
側
面
に
配
慮
を
示
し
て
い
な
い
も
う
一
つ
の
証
左
と
し
て
、
経
済
成
長
的
側
面
の
再
生
と

い
う
意
味
が
与
え
ら
れ
た
項
目
が
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。
同
計
画
は
、
人
口
減
少
と
住
宅
不
足
・
雇
用
・
オ
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フ
ィ
ス
︵
上
述
︶・
公
共
交
通
・
小
売
業
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
と
の
関
係
の
七
つ
の
項
目
か
ら
な
る
。
例
え
ば
、
住

宅
問
題
に
お
い
て
は
、
地
元
住
民
向
け
の
公
営
住
宅
が
具
体
的
な
課
題
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
住
宅
は
、
庭
付
き
と
い
う

質
の
高
さ
と
低
家
賃
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
雇
用
問
題
に
お
い
て
は
、
投
機
の
発
生
へ
の
懸
念
、
労
組

と
の
協
調
、
工
業
の
復
興
、
そ
し
て
社
会
的
弱
者
の
雇
用
の
確
保
が
具
体
的
な
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︵Southw

ark 

C
ouncil, 1983-1984

︶。
す
な
わ
ち
﹃
北
サ
ザ
ク
計
画
﹄
は
、
新
産
業
や
新
産
業
を
担
う
働
き
手
へ
の
配
慮
を
含
ん
で
お
ら
ず
、
地

域
経
済
全
体
の
向
上
を
目
標
と
は
し
て
い
な
い
。
以
上
、
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
に
お
い
て
僅
か
で
は
あ
る
が
確
認
さ
れ

え
た
経
済
成
長
的
側
面
へ
の
配
慮
が
、
一
九
八
三
︱
八
四
年
の
﹃
北
サ
ザ
ク
計
画
﹄
で
は
、
完
全
に
消
失
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

本
項
で
は
、
前
期
地
方
自
治
体
に
よ
る
経
済
成
長
的
側
面
の
再
生
計
画
が
問
題
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
こ
の
原

因
が
、
地
方
自
治
体
の
経
済
成
長
と
そ
れ
に
よ
る
税
収
増
加
へ
の
冷
淡
な
態
度
に
起
因
す
る
こ
と
を
示
し
た
。
地
方
自
治
体
は
、
経

済
成
長
と
そ
れ
に
よ
る
地
方
自
治
体
の
財
政
能
力
の
向
上
よ
り
も
、
従
来
か
ら
の
住
民
の
雇
用
の
確
保
と
い
う
生
活
保
障
的
側
面
の

再
生
を
経
済
成
長
的
側
面
の
再
生
計
画
の
前
提
と
し
た
。
す
な
わ
ち
地
方
自
治
体
は
、
税
収
拡
大
を
も
た
ら
す
よ
う
な
オ
フ
ィ
ス
・

ベ
ー
ス
の
産
業
で
は
な
く
、﹁
工
業
﹂
産
業
で
の
雇
用
回
復
・
拡
大
を
経
済
成
長
的
側
面
の
再
生
計
画
の
土
台
に
据
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
長
期
的
計
画
の
困
難
さ
が
、
原
因
分
析
と
中
期
的
手
法
と
の
間
の
齟
齬
を
生
み
、
さ
ら
に
は
、
中
央
政
府
へ
の
巨
額
の
補
助
金

の
要
求
と
い
う
実
現
可
能
性
の
乏
し
い
短
期
的
手
段
を
地
方
自
治
体
に
採
ら
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
前
期
地
方
自

治
体
は
、
生
活
保
障
的
側
面
を
優
先
さ
せ
た
。
経
済
成
長
的
側
面
の
再
生
計
画
は
、
地
方
自
治
体
自
ら
の
分
析
を
踏
ま
え
て
い
な
い

も
の
か
︵
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
︶、
全
く
配
慮
さ
れ
な
か
っ
た
︵﹃
北
サ
ザ
ク
計
画
﹄︶
と
結
論
付
け
ら
れ
る
。
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第
三
項　

Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
詳
細
な
生
活
保
障
的
側
面
の
再
生
計
画

前
項
で
は
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
経
済
成
長
的
側
面
の
再
生
計
画
に
、
従
来
か
ら
の
住
民
の
雇
用
確
保
と
い
う
生
活
保
障
的
側
面
の
論
理

が
入
り
込
ん
で
い
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
本
項
で
は
、
前
期
地
方
自
治
体
が
こ
の
生
活
保
障
的
側
面
を
重
視
し
た
こ
と
を
改
め
て
論

じ
る
。
本
項
は
、
以
下
の
構
成
で
、
こ
の
こ
と
を
論
証
す
る
。
最
初
に
、
前
期
地
方
自
治
体
の
選
好
を
示
す
一
例
と
し
て
、

一
九
七
三
年
に
出
さ
れ
た
サ
ザ
ク
区
の
﹁
優
先
順
位
﹂
を
紹
介
し
、
従
来
か
ら
の
住
民
向
け
の
生
活
保
障
的
側
面
が
重
視
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
示
す
。
次
に
、
従
来
か
ら
の
住
民
の
意
向
を
重
視
す
る
こ
と
が
再
開
発
計
画
の
策
定
過
程
に
反
映
さ
れ
、
広
範
な
住
民
参

加
を
通
じ
て
、
再
開
発
計
画
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
る
。
続
い
て
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
内
容
を
検
証
す
る
。
こ
こ
で
は
、
雇
用
政
策
、

住
宅
政
策
、
商
業
施
設
政
策
と
教
育
行
政
政
策
の
四
つ
の
分
野
を
取
り
上
げ
て
、
こ
れ
ら
の
諸
政
策
に
内
在
す
る
生
活
保
障
的
側
面

の
重
視
傾
向
を
読
み
解
く
。
最
後
に
、
一
九
八
三
︱
八
四
年
の
﹃
北
サ
ザ
ク
計
画
﹄
に
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
が
継
承
さ
れ
て
い
き
、
前
期
地
方

自
治
体
が
、
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
へ
の
対
抗
の
手
段
と
し
て
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
を
掲
げ
た
こ
と
を
示
す
。

ま
ず
、
サ
ザ
ク
区
の
再
開
発
の
﹁
優
先
順
位
﹂
を
見
て
お
こ
う
。
後
に
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
、
サ
リ
ー
・
ド
ッ

ク
ス
再
開
発
に
つ
い
て
、
サ
ザ
ク
区
は
一
九
七
三
年
に
、
以
下
の
順
で
再
開
発
計
画
の
優
先
順
位
と
す
る
と
発
表
し
た
︵Southw

ark 

C
ouncil, 1973, p.1

︶。

︵
1
︶
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ト
レ
ー
ド
・
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
よ
う
な
、
地
域
全
体
に
再
度
活
力
を
も
た
ら
し
う
る
発
展
を
生
じ

さ
せ
る
も
の

︵
2
︶
多
様
な
雇
用
機
会

︵
3
︶
公
営
ま
た
は
低
家
賃
の
民
間
住
宅
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︵
4
︶
水
辺
の
ほ
ぼ
全
て
を
、
水
辺
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
に
す
る
こ
と

︵
5
︶
道
路
・
鉄
道
の
連
絡
の
抜
本
的
な
改
善
。
特
に
、
ロ
ン
ド
ン
中
心
部
と
の
公
共
交
通
機
関
の
速
い
リ
ン
ク

具
体
的
な
︵
2
︶
以
下
で
は
、
雇
用
・
住
宅
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
公
共
交
通
の
順
で
政
策
が
並
ぶ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
に
与

え
ら
れ
た
意
味
は
特
に
示
さ
れ
て
い
な
い
し
、
特
に
、
雇
用
の
多
様
性
や
公
共
交
通
は
経
済
成
長
的
側
面
の
一
環
と
し
て
も
捉
え
ら

れ
う
る
。
し
か
し
、
当
時
の
住
民
の
生
活
基
盤
に
お
け
る
大
き
な
困
難
で
あ
っ
た
雇
用
不
足
と
住
宅
不
足
に
高
い
優
先
順
位
が
与
え

ら
れ
て
い
る
。
逆
に
第
一
義
的
に
経
済
成
長
的
側
面
の
再
生
と
考
え
ら
れ
る
項
目
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
優
先

順
位
は
、
前
期
地
方
自
治
体
が
、
生
活
保
障
的
側
面
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
、
従
来
か
ら
の
住
民
の
生
活
保
障
的
側
面
重
視
と
い
う
地
方
自
治
体
の
姿
勢
は
、
地
方
自
治
体
に
広
範
な
住
民
参
加

を
通
じ
て
、
再
開
発
計
画
を
作
成
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
次
に
こ
の
こ
と
を
論
じ
る
。
先
に
紹
介
し
た
一
九
七
三
年
の
発
表
の
中

で
、
サ
ザ
ク
区
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
︵
強
調
点
は
、
原
文
で
は
大
文
字
ま
た
は
イ
タ
リ
ッ
ク
︶︵Southw

ark C
ouncil, 1973, 

p.1

︶。
我
々

4

4

︹
＝
サ
ザ
ク
区
議
員
た
ち
︺
は
、
あ
な
た
方
︹
＝
サ
ザ
ク
区
の
住
民
た
ち
︺
の
意
見
が
、
完
全
に
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
よ
う

に
し
た
い
た
め
、
現
在
我
々

4

4

は
、
あ
な
た
方
の
意
見

4

4

4

4

4

4

4

を
欲
し
て
い
る
…
…
。
こ
の
論
点
は
、
単
純
な
﹁
イ
エ
ス
・
ノ
ー
﹂
で
答
え
る

に
は
、
あ
ま
り
に
大
き
く
ま
た
重
要
す
ぎ
る
。
こ
の
︹
参
加
︺
形
式
は
、
あ
な
た
方
に
諸
見
解
を
表
明
す
る
機
会
を
与
え
る
が
、
よ

り
多
く
の
ス
ペ
ー
ス
が
必
要
だ
と
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
あ
な
た
方
は
、
手
紙
を
書
く
こ
と
が
で
き
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

…
…
。
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こ
の
文
章
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
サ
ザ
ク
区
は
、
再
開
発
計
画
作
成
に
単
に
住
民
の
参
加
を
認
め
た
だ
け
で
な
く
、
住
民
参
加
を

強
く
促
し
、
ま
た
そ
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
と
宣
言
し
て
い
る
。

実
際
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
作
成
過
程
に
お
い
て
も
、
地
方
自
治
体
を
中
心
的
な
構
成
団
体
と
す
る
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
合
同
委
員
会
は
、
住

民
参
加
に
大
き
な
配
慮
を
示
し
た
。
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
合
同
委
員
会
が
自
ら
紹
介
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、﹁
単
に
住

民
の
声
を
聞
く
の
で
は
な
く
、
完
全
な
住
民
参
加
を
経
て
﹂、
二
年
近
い
歳
月
を
か
け
て
策
定
さ
れ
た
。
そ
の
効
果
と
し
て
、
Ｌ
Ｄ

Ｓ
Ｐ
は
、
次
に
述
べ
る
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
内
容
と
も
相
ま
っ
て
、
住
民
か
ら
は
極
め
て
高
く
評
価
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
二
五
万
人
の
う

ち
、
七
〇
％
以
上
が
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
合
同
委
員
会
の
努
力
を
高
く
評
価
し
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
に
肯
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
た
︵LD

SP, 

intro 4

︶。
こ
う
し
た
住
民
か
ら
の
高
い
評
価
は
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
合
同
委
員
会
と
地
方
自
治
体
が
、
失
業
や
住
宅
不
足
な
ど
の
イ

ン
ナ
ー
・
シ
テ
ィ
問
題
に
苦
し
む
住
民
の
意
見
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
成
果
で
あ
る
と
言
え
る
。

生
活
基
盤
の
崩
壊
に
苦
し
む
住
民
の
参
加
を
歓
迎
し
、
自
ら
も
生
活
保
障
的
側
面
を
重
視
す
る
地
方
自
治
体
や
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
合

同
委
員
会
が
作
成
し
た
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
生
活
保
障
的
側
面
は
、
非
常
に
詳
細
な
計
画
で
あ
っ
た
。
続
い
て
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
こ
の
生
活
保

障
的
側
面
を
分
析
す
る
。

生
活
保
障
的
側
面
に
お
い
て
も
、
計
画
の
基
盤
は
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
全
体
で
一
〇
万
～
一
二
万
と
い
う
目
標
人
口
数
で
あ
る
。
生

活
保
障
的
側
面
に
お
い
て
最
も
重
視
さ
れ
て
い
る
政
策
は
、
こ
の
人
口
数
を
支
え
る
だ
け
の
雇
用
政
策
と
住
宅
政
策
で
あ
る
。
雇
用

政
策
に
つ
い
て
は
、
前
項
で
既
に
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
従
来
か
ら
の
住
民
の
雇
用
の
確
保
と
い
う
目
的
が
、
一
般
的
に
は

経
済
成
長
の
手
段
と
考
え
ら
れ
る
産
業
政
策
に
、
従
来
か
ら
の
住
民
に
対
す
る
生
活
保
障
的
な
意
味
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
住
宅
政
策
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、
人
口
目
標
数
か
ら
必
要
住
宅
数
を
算
出
す
る
。
Ｌ

Ｄ
Ｓ
Ｐ
に
よ
る
と
、
当
時
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
に
は
、
一
万
九
〇
〇
〇
戸
の
住
宅
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
う
ち
、
二
〇
〇
〇
戸
は
、
劣
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化
の
た
め
に
解
体
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る(23)

。
こ
う
し
た
解
体
分
も
含
め
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、
新
規
に
二
万
三
〇
〇
〇
戸
の
住
宅
が
必

要
で
あ
る
と
計
算
し
て
い
る
︵LD

SP, para. 6.2-6.3, Table 6c

︶。
続
い
て
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、
こ
の
住
宅
数
に
、
過
密
を
防
ぐ
た
め
に
、

一
エ
ー
カ
ー
あ
た
り
七
〇
～
一
〇
〇
戸
の
密
度
基
準
を
投
入
し
、
必
要
な
土
地
面
積
を
算
出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
新
た
に

再
開
発
用
地
と
な
る
二
七
〇
〇
エ
ー
カ
ー
の
う
ち
、
一
〇
一
五
エ
ー
カ
ー
が
住
宅
に
充
て
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
最
終
的
に

は
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
の
全
面
積
の
五
五
〇
〇
エ
ー
カ
ー
の
う
ち
、
一
五
二
〇
エ
ー
カ
ー
が
住
宅
地
と
な
る
︵LD

SP, para. 6.7-6.11

︶。

こ
の
よ
う
に
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、
住
宅
の
大
幅
な
量
的
拡
大
を
計
画
し
て
い
る
。

こ
の
大
規
模
な
住
宅
拡
大
政
策
の
内
容
を
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。
取
り
組
む
べ
き
と
さ
れ
た
問
題
は
三
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
量

的
問
題
で
あ
る
。
当
時
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
は
公
営
賃
貸
住
宅
の
割
合
が
極
め
て
高
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
私
営
賃
貸
住
宅
が
低
質
で
あ

る
た
め
、
公
営
賃
貸
住
宅
の
希
望
者
が
多
く
、
供
給
不
足
が
続
い
て
い
た
。
そ
こ
で
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、
再
開
発
の
各
段
階
で
、
住
民
が

同
意
で
き
る
レ
ヴ
ェ
ル
の
質
の
住
宅
を
﹁
最
大
数
﹂
作
る
と
し
、
公
営
住
宅
中
心
路
線
を
維
持
し
て
い
た
︵LD

SP, para. 2.40

︶。

ま
た
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、
従
来
か
ら
の
住
民
・
地
元
被
雇
用
者
・
公
務
員
に
公
営
賃
貸
住
宅
を
優
先
的
に
割
り
当
て
る
方
針
を
打
ち
出

し
、
従
来
か
ら
の
住
民
の
生
活
保
障
的
側
面
に
大
き
な
配
慮
を
払
っ
て
い
た
︵LD

SP, para.6.29

︶。
第
二
に
、
質
的
問
題
で
あ
る
。

当
時
は
、
住
宅
の
老
朽
化
や
不
適
合
住
宅
︵
核
家
族
が
増
加
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
既
存
住
宅
は
大
家
族
用
で
あ
る
と
い
う
不
適

合
状
態
を
指
す
︶
の
増
加
と
い
っ
た
問
題
が
存
在
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、﹁
住
民
が
同
意
で
き
る
レ
ヴ
ェ
ル
の
質
﹂
の
住

宅
を
最
大
数
作
る
こ
と
を
目
指
し
た
︵LD

SP, para. 2.40

︶。
具
体
的
に
は
、
一
エ
ー
カ
ー
あ
た
り
七
〇
～
一
〇
〇
戸
と
い
う
、
ゆ

と
り
あ
る
密
度
と
、一
戸
あ
た
り
の
居
住
部
屋
数
を
か
な
り
細
か
く
設
定
し
て
計
画
を
立
て
た
︵LD

SP, para. 6.7, 6.16

︶。
第
三
に
、

所
有
形
態
問
題
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
当
時
の
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
は
、
公
営
賃
貸
住
宅
の
割
合
が
非
常
に
高
か
っ
た
。
だ
が
、
住
民

の
購
買
力
は
低
く
、
持
ち
家
住
宅
路
線
に
方
向
転
換
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
︵LD

SP, para. 2.37

︶。
そ
こ
で
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、
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地
方
自
治
体
と
居
住
者
の
共
同
保
有
形
態m

iddle tenure

を
提
言
し
て
い
る
。
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
に
よ
れ
ば
、
共
同
保
有
形
態
は
、
地
方
自

治
体
に
柔
軟
な
対
応
を
取
る
権
限
を
保
持
さ
せ
つ
つ
、
居
住
者
に
一
定
の
自
律
性
を
与
え
る
メ
リ
ッ
ト
を
有
す
る
︵LD

SP, para. 

6.22-6.24
︶。
最
終
的
に
は
、
三
〇
～
四
〇
％
の
住
宅
が
共
同
保
有
形
態
に
な
る
も
の
と
期
待
・
予
測
さ
れ
て
い
る
︵LD

SP, Table 

6e

︶。
住
宅
の
拡
大
路
線
の
詳
細
な
計
画
に
も
、
こ
の
よ
う
に
、
従
来
か
ら
の
住
民
へ
の
生
活
保
障
的
側
面
を
強
く
見
い
だ
す
こ
と

が
で
き
る
。

雇
用
政
策
と
住
宅
政
策
以
外
の
諸
政
策
に
お
い
て
も
、
目
標
人
口
数
と
い
う
計
画
基
盤
と
、
生
活
保
障
的
側
面
の
強
さ
を
見
い
だ

せ
る
。
例
と
し
て
、
商
業
施
設
政
策
と
教
育
行
政
政
策
を
取
り
上
げ
よ
う
。
こ
の
二
つ
の
政
策
領
域
で
も
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
目
標
人
口

数
を
基
に
、
必
要
な
量
を
算
出
し
て
い
る
。
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
地
区
の
地
方
自
治
体
は
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
量
的
試
算
を
基
準
に
し
て
、
具

体
的
か
つ
詳
細
な
都
市
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
目
指
さ
れ
て
い
る
都
市
像
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
求
め
ら
れ

る
設
備
が
隣
接
し
合
っ
て
利
便
性
が
高
く
、
ま
た
公
共
交
通
と
の
連
絡
が
密
で
あ
る
都
市
で
あ
る(24)

。
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、
各
施
設
が
隣
接

し
合
っ
た
都
市
を
目
指
す
べ
き
理
由
を
主
に
二
点
挙
げ
て
い
る
。
第
一
に
、
人
口
目
標
と
比
較
し
て
、
土
地
が
手
狭
で
あ
る
た
め
、

施
設
の
複
合
的
使
用
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。
第
二
に
、
自
家
用
車
を
持
た
な
い
住
民
に
配
慮
し
、
公
共
交
通
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
可
能

性
を
高
め
る
こ
と
で
あ
る(25)

︵LD
SP, section7, section8

︶。
こ
の
よ
う
に
、
商
業
施
設
政
策
と
教
育
行
政
政
策
に
お
い
て
も
、
人
口

目
標
と
生
活
保
障
的
側
面
の
重
視
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る(26)

。

以
上
の
よ
う
に
、
前
期
地
方
自
治
体
は
生
活
保
障
的
側
面
に
つ
い
て
詳
細
な
計
画
を
立
て
て
い
た
。
し
か
し
他
方
で
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ

は
、
こ
れ
ら
の
生
活
保
障
的
側
面
に
必
要
な
、
多
大
な
費
用
の
調
達
手
段
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
は
い
な
い
。
前
項
で
論
じ
た
経

済
成
長
的
側
面
と
同
じ
く
、
地
方
自
治
体
は
、
再
開
発
の
費
用
に
は
、
注
意
を
払
っ
て
い
た
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
生

活
保
障
的
側
面
の
再
生
に
力
を
入
れ
る
と
、
将
来
に
わ
た
り
行
政
費
用
が
増
加
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
地
方
自
治
体
は
こ
の
点
に
つ
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い
て
も
特
に
将
来
像
を
示
し
て
い
な
い
。
都
市
間
競
争
論
の
修
正
モ
デ
ル
の
想
定
に
よ
れ
ば
、
地
方
自
治
体
が
そ
の
費
用
に
つ
い
て

は
関
心
が
低
か
っ
た
理
由
は
、
前
期
の
制
度
状
況
に
由
来
す
る
。
す
な
わ
ち
、
生
活
保
障
的
側
面
の
再
生
費
用
と
人
口
増
加
に
よ
る

追
加
費
用
を
、
中
央
政
府
に
期
待
し
う
る
制
度
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
地
方
自
治
体
が
行
政
費
用
に
無
関
心
に
な
り
え
た
理
由
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
第
二
章
第
一
節
で
論
じ
る
よ
う
に
、
中
央
政
府
が
補
助
金
を
減
額
し
た
り
分
配
シ

ス
テ
ム
を
変
更
し
た
り
し
て
、
補
助
金
の
自
動
的
増
額
が
期
待
で
き
な
く
な
る
と
、
地
方
自
治
体
は
補
助
金
の
増
額
を
強
く
求
め
て

ゆ
く
し
、
こ
の
試
み
が
失
敗
に
終
わ
る
と
、
地
方
自
治
体
の
再
開
発
案
自
体
が
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

最
後
に
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
に
お
け
る
、
こ
の
手
厚
く
詳
細
な
生
活
保
障
的
側
面
の
再
生
計
画
が
、
一
九
八
三
︱
八
四
年
の
﹃
北
サ
ザ
ク

計
画
﹄
に
継
承
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
る
。
第
二
章
で
論
じ
る
が
、
こ
の
計
画
は
、
サ
ザ
ク
区
に
よ
る
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
へ
の
対
抗
の
手
段
で

あ
っ
た
。﹃
北
サ
ザ
ク
計
画
﹄
で
サ
ザ
ク
区
が
強
調
し
た
こ
と
は
、﹁
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ニ
ー
ズ
﹂
で
あ
っ
た
。
こ
の
計
画
で
は
、﹁
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ニ
ー
ズ
﹂
と
は
、
公
営
住
宅
、
工
業
、
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
、
社
会
的
施
設
の
四
つ
に
定
義
さ
れ
た
。
そ
し
て
﹃
北

サ
ザ
ク
計
画
﹄
は
、﹁
川
辺
と
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
に
お
け
る
土
地
は
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ニ
ー
ズ
に
合
致
す
る
用
途
に
割
り
当
て
ら
れ
る
﹂

と
宣
言
し
、﹁
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
で
は
、開
発
土
地
は
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ニ
ー
ズ
に
密
接
に
関
連
す
る
土
地
利
用
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
﹂

と
述
べ
る
。
そ
の
た
め
、﹁
北
サ
ザ
ク
区
の
こ
の
計
画
は
、
…
…
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
効
果
的
な
実
行
を
目
指
す
﹂
こ
と
を
重
視
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
引
き
続
き
一
九
八
三
年
に
お
い
て
も
、
サ
ザ
ク
区
は
、
生
活
保
障
的
側
面
の
再
生
を
重
視
し
て
い
た
。
そ
し

て
、
や
は
り
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
を
先
鋭
化
す
る
か
の
よ
う
に
、﹃
北
サ
ザ
ク
計
画
﹄
は
、
そ
の
生
活
保
障
的
側
面
の
再
生
に
必
要
な
費
用
の

調
達
先
に
つ
い
て
は
、
全
く
語
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
︵Southw

ark C
ouncil, 1983-1984

︶。

本
項
で
は
、
前
期
地
方
自
治
体
の
生
活
保
障
的
側
面
の
再
生
計
画
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
本
項
か
ら
得
ら
れ
る
知
見
は
以
下
の

二
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
前
期
地
方
自
治
体
が
、
生
活
保
障
的
側
面
の
再
生
を
重
視
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
九
七
三
年
の
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サ
ザ
ク
区
の
発
表
な
ら
び
に
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
の
内
容
か
ら
読
み
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、
生
活
保
障
的
側
面
に
お
い
て
も
目

標
人
口
数
か
ら
必
要
量
を
試
算
し
た
が
、
必
要
量
の
み
な
ら
ず
、
従
来
か
ら
の
住
民
の
生
活
保
障
的
側
面
の
再
生
・
向
上
を
重
視
し

て
い
た
。
例
え
ば
、
雇
用
政
策
に
お
け
る
従
来
か
ら
の
住
民
の
た
め
の
﹁
工
業
﹂
産
業
で
の
雇
用
確
保
と
、
望
ま
し
い
労
働
密
度
の

重
視
や
、
住
宅
政
策
に
お
け
る
従
来
か
ら
の
住
民
向
け
の
公
営
住
宅
中
心
路
線
を
維
持
と
、
公
営
住
宅
の
住
環
境
の
向
上
方
針
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
で
第
二
に
、
地
方
自
治
体
は
、
再
開
発
に
必
要
な
費
用
と
将
来
の
行
政
費
用
の
増
加
分
に
つ
い
て
は
、

特
に
語
っ
て
い
な
か
っ
た
。
都
市
間
競
争
論
の
修
正
モ
デ
ル
の
想
定
に
基
づ
け
ば
、
前
期
の
制
度
状
況
が
こ
の
原
因
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
地
方
自
治
体
は
、
補
助
金
の
自
動
的
増
額
を
期
待
し
う
る
と
制
度
を
解
釈
し
た
た
め
、
費
用
の
問
題
を
切
り
離
し
て
、
生
活

保
障
的
側
面
の
再
生
に
強
い
関
心
を
置
き
、
詳
細
な
再
生
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
本
節
で
は
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
を
主
な
素
材
と
し
て
、
前
期
に
お
け
る
地
方
自
治
体
の
選
好
と
、
そ
の
形
成
要
因
を
明
ら
か
に
し

て
き
た
。
本
章
第
一
節
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
前
期
の
地
方
自
治
体
、
と
り
わ
け
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
地
区
の
地
方
自
治
体
は
、
中
央
政

府
か
ら
手
厚
い
財
政
援
助
と
権
限
に
対
す
る
強
い
統
制
を
受
け
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
都
市
間
競
争
論
の
修
正
モ
デ
ル
が
想
定
す
る

よ
う
に
、
地
方
自
治
体
に
は
、
経
済
成
長
を
め
ぐ
る
都
市
間
競
争
の
圧
力
が
働
か
な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
前
期
地
方
自
治
体
は
、

経
済
成
長
的
側
面
の
再
開
発
に
対
す
る
鈍
感
さ
と
、
生
活
保
障
的
側
面
に
対
す
る
強
い
傾
斜
と
い
う
政
策
志
向
を
有
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。

注
⑴　

Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、
地
方
自
治
体
に
よ
る
再
開
発
案
と
い
う
意
味
で
、
一
九
八
一
年
の
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
設
立
以
降
も
地
方
自
治
体
に
よ
っ
て
重
視
さ
れ
た
た
め
、
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本
稿
の
分
析
の
対
象
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
八
六
年
を
前
期
と
後
期
の
区
分
の
年
と
し
て
い
る
の
は
、
中
央
地
方
関
係
が
こ
の
年
に
大
き
な
転
機

を
迎
え
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
点
の
詳
し
い
論
証
は
次
稿
で
行
う
予
定
で
あ
る
。

⑵　

な
お
、
星
野
泉
は
、
や
や
異
な
っ
た
数
値
を
出
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
公
的
支
出
に
占
め
る
地
方
自
治
体
の
支
出
割
合
は
、
一
九
六
〇
年
代
半
ば

か
ら
は
三
五
％
前
後
で
推
移
し
て
お
り
、一
九
七
三
年
の
三
八
．
六
％
を
境
に
漸
減
傾
向
に
な
り
、一
九
八
一
年
に
は
二
九
．
八
％
に
減
少
し
た
︵
星
野
、

一
九
八
四
ａ
、
一
〇
七
︱
一
〇
八
頁
︶。
高
寄
と
星
野
の
食
い
違
い
は
、
両
者
が
依
拠
し
て
い
る
資
料
の
差
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
地
方

自
治
体
の
低
い
公
的
支
出
割
合
、
そ
し
て
一
九
八
〇
年
代
に
は
そ
れ
が
さ
ら
に
低
く
な
る
傾
向
と
い
う
両
者
の
指
摘
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、

こ
の
点
に
つ
い
て
の
更
な
る
議
論
は
、
本
稿
の
問
題
関
心
を
越
え
る
。
本
稿
は
、
よ
り
新
し
い
動
向
も
カ
ヴ
ァ
ー
し
て
い
る
高
寄
の
議
論
を
紹
介
し
た
。

⑶　

本
稿
に
お
い
て
、﹁
中
央
政
府
か
ら
の
補
助
金
﹂
と
は
、
特
定
補
助
金
と
一
般
補
助
金
を
含
ん
だ
も
の
を
指
す
。

⑷　

一
九
九
〇
年
度
か
ら
、
税
シ
ス
テ
ム
と
財
政
シ
ス
テ
ム
が
大
き
く
変
更
さ
れ
た
た
め
、
会
計
方
法
も
変
更
さ
れ
た
。
次
稿
で
、
こ
の
制
度
改
革
に
つ
い

て
論
じ
る
。
こ
こ
で
は
、
一
九
八
九
︱
九
〇
年
度
ま
で
の
財
源
に
つ
い
て
示
し
た
。

⑸　

作
成
方
法
に
つ
い
て
は
以
下
の
四
点
を
参
照
の
こ
と
。
①
修
正
な
ど
が
入
る
た
め
、
後
年
の
デ
ー
タ
を
優
先
し
た
。
②Incom

e of local authorities: 

classified according to source

の
表
に
基
づ
い
た
。
③
﹁
自
主
課
税
財
源
﹂
と
は
、
経
常
収
入
に
お
け
る
レ
イ
ト
︵
レ
イ
ト
に
つ
い
て
は
、
次
項
で
説

明
す
る
︶
で
あ
る
。
④
本
表
で
用
い
て
い
な
い
収
入
の
項
目
は
、
資
本
収
入
に
お
け
る
﹁
借
入
﹂
と
、
経
常
収
入
に
お
け
る
﹁
家
賃
、
使
用
料
、
料
金
、

利
子
を
含
む
雑
収
入
﹂
か
ら
な
っ
て
い
る
。

⑹　

一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
お
い
て
補
助
金
割
合
が
増
加
し
た
こ
と
は
、
当
時
の
労
働
党
政
権
が
、﹁
大
き
な
政
府
﹂
志
向
で
あ
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
上
昇
傾
向
は
一
九
七
六
年
度
を
境
に
止
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
北
村
亘
は
、
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ク
ロ
ス
ラ
ン
ド

A
nthony C

rossland

環
境
大
臣︵
当
時
︶が
地
方
自
治
体
へ
の
補
助
金
支
出
に
抑
制
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る︵
北
村
、二
〇
〇
一
、一
〇
二
頁
︶。

⑺　

レ
イ
ト
の
仕
組
み
や
、
レ
イ
ト
に
関
す
る
論
点
は
、
日
本
に
お
い
て
も
広
く
紹
介
・
議
論
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
も
こ
れ
ら
の
文
献
を
参
考
に
し
て
い
る
。
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本
稿
は
、
と
り
わ
け
、︵
高
橋
、
一
九
七
八;

高
橋
、
一
九
九
〇;

高
寄
、
一
九
九
五;

星
野
、
一
九
八
四
ａ
︱
ｃ;

星
野
、
一
九
八
五
︶
を
参
考
に
し
た
。

な
お
、
こ
れ
ら
日
本
に
お
け
る
レ
イ
ト
研
究
は
、
レ
イ
ト
の
伸
張
性
や
応
能
性
の
欠
如
や
、
再
評
価
の
形
骸
化
と
い
っ
た
問
題
を
挙
げ
、
レ
イ
ト
税
制

に
は
批
判
的
な
議
論
が
多
い
︵
星
野
、
一
九
八
四
ｃ
、
九
七
︱
一
〇
七
頁
な
ど
︶。

⑻　

星
野
泉
は
、
こ
う
し
た
点
を
も
っ
て
、
項
目
ご
と
の
積
み
上
げ
︵
加
法
︶
で
歳
入
額
が
決
ま
る
日
本
の
地
方
税
シ
ス
テ
ム
と
の
対
比
と
し
て
、
レ
イ
ト

税
制
を
﹁
減
法
﹂
と
表
現
す
る
︵
星
野
、
一
九
八
四
ａ
、
一
〇
二
︱
一
〇
三
頁;

星
野
、
一
九
八
五
、三
三
頁
︶。

⑼　

資
料
の
制
約
ゆ
え
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
地
区
の
地
方
自
治
体
に
お
け
る
レ
イ
ト
払
い
戻
し
の
具
体
的
な
額
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
調
査
課
題
と
し
た
い
。

⑽　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
都
市
間
競
争
論
モ
デ
ル
の
﹁
母
国
﹂
と
も
言
え
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
地
方
自
治
体
の
収
入
源
の
半
分
以
上
が
、
域
外
脱
出
の

懸
念
の
低
い
財
産
税property tax

に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︵Peterson, 1981, p.73

︶。

⑾　

実
際
、一
九
八
一
︱
八
二
年
度
に
お
い
て
、シ
テ
ィ
と
内
部
区
に
お
け
る
、産
業
用
資
産
レ
イ
ト
が
占
め
る
レ
イ
ト
割
合
は
約
七
四
％
に
も
達
す
る
︵
星

野
、
一
九
八
五
、三
八
頁;

高
寄
、
一
九
九
五
、七
一
頁
︶。

⑿　

こ
れ
ら
国
有
・
公
有
財
産
へ
は
形
式
的
に
は
非
課
税
で
あ
っ
た
が
、
実
質
的
に
は
、
交
付
金paym

ents in lieu of rates/contribution in lieu of rates

を
税
の
代
わ
り
に
納
め
て
い
た
︵
高
橋
、
一
九
七
八
、一
一
七
頁;
高
橋
、
一
九
九
〇
、二
七
五
頁
︶。

⒀　

例
え
ば
一
九
七
五
年
に
お
い
て
は
、
補
助
金
総
額
の
う
ち
、
特
定
補
助
金
が
一
二
．
三
％
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
使
途
が
限
定
さ
れ
て
い
な
い
一
般

補
助
金
が
八
七
．
七
％
に
の
ぼ
る
︵
高
橋
、
一
九
七
八
、一
九
七
頁
︶。

⒁　

な
お
、
地
方
自
治
体
の
資
本
収
入
に
お
い
て
大
半
を
占
め
て
い
る
借
入
に
つ
い
て
も
、
過
去
の
支
出
実
績
が
加
味
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
地
方
自

治
体
の
借
入
は
、
中
央
政
府
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
が
、
地
方
自
治
体
ご
と
の
起
債
許
可
額
の
配
分
を
決
め
る
に
際
し
て
は
、
過
去
の

実
績
が
七
〇
％
の
重
み
を
持
っ
て
い
た
︵
高
橋
、
一
九
七
八
、二
六
八
頁
︶。
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⒂　

な
お
、
ロ
ン
ド
ン
の
財
政
需
要
が
高
い
た
め
に
、
一
九
七
四
年
法
で
ロ
ン
ド
ン
に
は
特
別
の
補
正
が
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︵
高
橋
、

一
九
七
八
、
第
七
章
︶。
も
っ
と
も
、
こ
の
補
正
に
つ
い
て
は
需
要
要
素
の
計
算
方
法
に
か
か
わ
る
点
で
あ
る
の
で
、
再
論
し
な
い
。

⒃　

も
ち
ろ
ん
、﹁
強
弱
﹂
と
は
な
ん
ら
か
と
の
比
較
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
目
的
は
、
前
期
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
再
開
発

に
お
け
る
、
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
志
向
を
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
前
期
の
み
を
何
か
と
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

前
期
と
後
期
の
制
度
の
比
較
は
次
稿
で
行
う
。

⒄　

な
お
、
本
節
で
は
、
本
章
第
三
節
で
行
う
よ
う
な
、
項
目
ご
と
の
紙
幅
割
合
と
登
場
順
に
つ
い
て
の
計
量
的
な
分
析
は
行
わ
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
本

文
中
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
両
側
面
が
う
ま
く
分
類
さ
れ
な
い
こ
と
と
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
が
、
経
済
成
長
的
側
面
を
生
活
保
障
的
側
面
よ
り
も
前
に
論
じ
て

い
る
理
由
に
つ
い
て
﹁
論
理
の
一
貫
性
﹂
の
た
め
と
し
て
お
り
、﹁
強
調
や
優
先
順
位
を
意
味
す
る
と
捉
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
断
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
︵LD

SP, para.2.7

︶。

⒅　

Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
に
お
い
て
、﹁
工
業industry

﹂
は
、
倉
庫
業
・
手
工
業
・
交
通
産
業
を
意
味
し
て
い
る
、
と
定
義
さ
れ
て
い
る
︵LD

SP, para. 4.1

︶。
こ
れ

ら
は
、
労
働
力
集
約
型
の
産
業
で
あ
り
、
そ
の
労
働
者
の
多
く
は
、
非
熟
練
労
働
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
。

⒆　

た
だ
し
、
サ
ザ
ク
区Southw

ark

単
体
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
、
オ
フ
ィ
ス
建
設
や
、
そ
れ
を
通
じ
て
の
産
業
構
造
の
転
換
に
や
や
積
極
的
な
姿

勢
を
見
せ
た
。
時
系
列
順
に
三
つ
の
事
例
が
確
認
で
き
る
。
第
一
に
、一
九
七
二
年
に
、サ
ザ
ク
区
は
ボ
ー
テ
ッ
ク
ス
社B

oatex Ltd.

と
、サ
リ
ー
・
ド
ッ

ク
ス
を
マ
リ
ー
ナ
や
オ
フ
ィ
ス
、
ホ
テ
ル
な
ど
か
ら
な
る
再
開
発
を
計
画
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
案
は
、
サ
ザ
ク
区
の
都
市
計
画
部
局
な
ら
び
に
、
借

家
人
組
合
、
労
組
、
教
会
、
住
民
個
人
か
ら
な
る
住
民
団
体
で
あ
る
﹁
サ
リ
ー
・
ド
ッ
ク
ス
行
動
グ
ル
ー
プSurrey D

ocks A
ction G

roup

﹂
の
強
い
反

対
に
よ
っ
て
頓
挫
し
た
。
第
二
に
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
サ
ザ
ク
区
自
身
が
サ
リ
ー
・
ド
ッ
ク
ス
を
開
発
す
る
案
も
考
案
さ
れ
た
。
こ
の
案
で
は
、
サ
ザ

ク
区
は
、
大
き
な
利
益
を
も
た
ら
す
オ
フ
ィ
ス
を
建
設
し
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
に
よ
っ
て
、
公
営
住
宅
や
社
会
的
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
提
供
す
る
計

画
を
立
て
た
。
し
か
し
、
こ
の
案
も
立
ち
消
え
と
な
っ
た
︵Surrey D

ocks A
ction G

roup, 1973, pp.3-4

︶。
第
三
に
、
一
九
七
六
年
の
サ
ザ
ク
区
広
報
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で
は
、
セ
リ
・
グ
リ
フ
ィ
スC

eri G
riffiths

開
発
部
長
が
、
伝
統
的
な
雇
用
や
産
業
は
、
将
来
の
サ
ザ
ク
区
の
成
長
の
た
め
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
必

要
性
も
あ
る
こ
と
と
、
民
間
開
発
業
者
の
協
力
が
再
開
発
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
︵Southw

ark C
ouncil, 1976, p.11

︶。
こ
れ
ら
三
つ

の
例
で
は
、
当
時
の
サ
ザ
ク
区
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
、
ジ
ョ
ン
・
オ
グ
ラ
デ
ィJohn O

ʼGrady

︱
︱
彼
の
政
治
的
立
場
や
行
動
に
つ
い
て
は
、
第
二
章

第
一
節
で
詳
し
く
論
じ
る
︱
︱
や
、
彼
の
側
近
と
も
言
え
る
、
グ
リ
フ
ィ
ス
の
影
響
が
強
く
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
個
人
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、

区
の
経
済
発
展
に
つ
い
て
比
較
的
積
極
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
サ
ザ
ク
区
の
他
の
議
員
や
、
区
職
員
、
住
民
団
体
と
は
、
温
度
差
が
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
、
オ
グ
ラ
デ
ィ
は
一
九
八
二
年
に
失
脚
し
、
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
の
幹
部
へ
と
転
身
す
る
こ
と
に
な
る
。

⒇　

こ
の
地
下
鉄
計
画
は
、
後
に
Ｌ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
結
果
的
に
は
、
地
下
鉄
ジ
ュ
ビ
リ
ー
線Jubilee Line

が
延
伸
さ
れ
て
、

一
部
ル
ー
ト
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
こ
の
計
画
通
り
に
実
現
し
た
。

�　

も
う
一
つ
、
重
視
さ
れ
て
い
た
の
が
広
告
政
策
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
広
告
政
策
は
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
に
お
い
て
一
段
落
が
割
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、

具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
一
九
七
二
年
地
方
政
府
法
が
、
地
方
自
治
体
に
こ
れ
ら
の
活
動
を
認
め
て
い
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
で
は
、こ
の
権
限
に
関
す
る
統
制
に
つ
い
て
、﹁
中
央
政
府
と
話
し
合
う
べ
き
で
あ
る
﹂と
主
張
す
る
に
と
ど
め
て
い
る︵LD

SP, 

para. 12.8

︶。
こ
の
地
方
自
治
体
の
権
限
不
足
も
、﹁
強
い
中
央
地
方
関
係
﹂
の
現
れ
で
あ
る
。
た
だ
し
、広
告
政
策
も
や
は
り
原
因
の
分
析
と
は
食
い
違
っ

て
い
る
た
め
、
広
告
政
策
に
大
き
な
期
待
を
か
け
た
こ
と
に
も
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
。

�　

な
お
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
が
頓
挫
し
た
理
由
と
し
て
は
、
本
文
中
で
挙
げ
た
財
源
不
足
の
他
に
も
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
合
同
委
員
会
の
権
限
不
足
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
ド
ッ
ク
ラ
ン
ズ
合
同
委
員
会
に
ロ
ン
ド
ン
港
湾
庁
に
対
す
る
土
地
収
用
権
や
各
地
方
自
治
体
の
都
市
計
画
を
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
に
即
し
た
も

の
に
強
制
し
う
る
権
限
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
が
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
が
十
分
な
効
果
を
挙
げ
ら
れ
え
な
か
っ
た
原
因
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵B

row
nill, 

1993, pp.23-30; W
hitehouse, 2000, pp.206-207

︶。

�　

な
お
、
Ｌ
Ｄ
Ｓ
Ｐ
は
、
四
〇
〇
〇
戸
に
は
修
繕
が
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
一
三
〇
〇
戸
は
今
後
一
五
年
以
内
に
何
ら
か
の
処
置
が
必
要
で
あ
る
と
、
ド
ッ
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ク
ラ
ン
ズ
の
苦
し
い
住
宅
環
境
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︵LD

SP, para.6.3, Table 6a

︶。

�　

こ
の
よ
う
な
都
市
像
は
、
近
年
、﹁
コ
ン
パ
ク
ト
・
シ
テ
ィ
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
か
な
り
高
い
人
口
予
測
を
吸
収
す
る
た
め
に
、
再
開
発

完
成
図
の
イ
ラ
ス
ト
で
は
ほ
ぼ
全
領
域
が
工
業
地
や
住
宅
地
と
し
て
埋
め
尽
く
さ
れ
て
お
り
、
コ
ン
パ
ク
ト
・
シ
テ
ィ
と
は
言
い
難
い
計
画
に
な
っ
て

い
る
︵LD

SP, A
ppendix L

︶。

�　

も
う
一
つ
の
理
由
は
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ガ
ス
の
土
地
の
利
用
可
能
性
や
港
湾
業
の
将
来
予
測
が
か
な
り
不
透
明
な
た
め
に
、
地
区
ユ
ニ
ッ
ト
毎
に

独
立
し
た
計
画
が
必
要
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
︵LD

SP, para. 3.38

︶。
た
だ
し
、こ
れ
は
技
術
的
な
理
由
で
あ
り
、本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
は
ず
れ
る
の
で
、

こ
れ
以
上
は
論
じ
な
い
。

�　

も
っ
と
も
、
住
民
の
﹁
憩
い
の
場
﹂
で
あ
る
、
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
は
、
相
対
的
に
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
に

は
総
計
四
四
四
エ
ー
カ
ー
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
が
、こ
れ
は
利
用
可
能
な
土
地
か
ら
、工
業
と
住
宅
分
を
差
し
引
い
た
分
の
﹁
残
り
﹂
で
あ
る
︵LD

SP, 

para. 9.2

︶。
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